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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２６年３月１１日（火）午前１０時　２分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　４時２６分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 嶋野浩一朗 副委員長 大澤千恵子 委　　員 東　久美子

委　　員 南 野 直 司  委　　員 安 藤 　 薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　箸尾谷知也

教育総務部長　山本和憲　　総務課長　岩見賢一郎　　子育て支援課長　木下伸記　

　　同課参事　中村実彦　

次世代育成部長　登阪　弘　同部次長　若狭孝太郎　　学校教育課長　岡部寿子

同課長代理　野本憲宏　こども教育課長　小林寿弘　　児童相談課長　谷田　学

生涯学習部長　宮部善隆 生涯学習課長　柳瀬哲宏　同課長代理　　辻　稔秀

文化スポーツ課長　日垣智之　同課長代理　飯野祐介

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局書記　長澤佳子

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成２６年度摂津市一般会計予算所管分

議案第１０号　平成２５年度摂津市一般会計補正予算（第７号）所管分

議案第３０号　摂津市私立幼稚園の園児の保護者に対する補助金交付条例の一部を改

正する条例制定の件

議案第３３号　摂津市乳幼児等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制

定の件

議案第３１号　摂津市立児童センター条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前１０時２分　開会）

○嶋野浩一朗委員長　おはようございま

す。ただいまから、文教常任委員会を開

会いたします。

　理事者から、挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　年度末、公私何かとお忙しいところ、

本日は、文教常任委員会をお持ちいただ

きまして、大変ありがとうございます。

　過日の本会議で当委員会に付託されま

した案件についてご審査をいただきます

けれども、何とぞ慎重審査の上、ご可決

いただきますよう、よろしくお願いいた

します。

　一旦、退席させていただきます。

○嶋野浩一朗委員長　挨拶が終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名議員は、安藤委

員を指名いたします。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しております案のとおり行うことに

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野浩一朗委員長　異議なしと認め、

そのように決定いたします。

　暫時休憩いたします。

（午前１０時３分　休憩）

（午前１０時４分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第１０号所

管分の審査を行います。補足説明を求め

ます。

　山本部長。

○山本教育総務部長　おはようございま

す。

　それでは議案第１号、平成２６年度摂

津市一般会計当初予算のうち、教育総務

部が所管しております事項につきまして、

予算書の事項別明細書の目を追って、そ

の主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。

　まず、歳入でございますが、２６ペー

ジをお開きください。

　款１２、分担金及び負担金、項１、負

担金、目１、民生費負担金は認可保育所

の保育料などでございます。

　２８ページから３０ページの款１３、

使用料及び手数料、項１、使用料、目６、

教育使用料は幼稚園の入園金及び保育料、

学童保育室保育料などでございます。

　３２ページ、款１４、国庫支出金、項

１、国庫負担金、目１、民生費国庫負担

金は民間保育所の運営費に対する児童福

祉費負担金、児童手当負担金などでござ

います。

　３４ページ、項２、国庫補助金、目２、

民生費国庫補助金は母子家庭等自立支援

給付金事業補助金でございます。

　３６ページ、目６、教育費国庫補助金

は幼稚園就園奨励費補助金などでござい

ます。

　３８ページ、款１５、府支出金、項１、

府負担金、目１、民生費府負担金は、民

間保育所の運営に対する児童福祉費負担

金、児童手当負担金などでございます。

　４０ページから４２ページの項２、府

補助金、目２、民生費府補助金は保育所

運営費補助金、民間保育所施設整備に対

する大阪府安心こども基金特別対策事業

費補助金、乳幼児及びひとり親家庭に対

する医療費補助金などでございます。

　４４ページ、目８、教育費府補助金は

学童保育室運営に対する放課後児童健全

育成事業費補助金、大阪府中学校給食導

入促進事業費補助金などでございます。

　４６ページ、款１６、財産収入、項１、

財産運用収入、目１、財産貸付収入は市

が移管を受ける南千里丘モデルルーム跡、

民間保育所に対してスケルトン方式で貸
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し付けるものでございます。

　５０ページ、款１９、諸収入、項３、

貸付金元利収入、目１、奨学資金貸付金

元金収入は奨学資金貸付金の償還金など

でございます。

　５２ページからの項４、雑入、目２、

雑入は５６ページ、学校給食費負担金、

日本スポーツ振興センターの保護者負担

金となる掛金、保育所の児童主食費負担

金、べふこども園の幼稚園給食等負担金

などでございます。

　続きまして、歳出でございますが、ま

ず、民生費についてご説明いたします。

　１０４ページから１０８ページの款３、

民生費、項２、児童福祉費、目１、児童

福祉総務費は民間保育所の施設整備に係

る補助金、民間保育所に係る運営費補助

金、同負担金などでございます。

　１０８ページ、目２、児童措置費は児

童手当や児童扶養手当の扶助費でござい

ます。

　同ページから１１０ページの目３、児

童福祉施設費は、市立４保育所の運営管

理に係る経費で、非常勤の給食調理員賃

金、給食に係る賄材料費、また、維持管

理に必要な修繕料、委託料などでござい

ます。

　１１０ページ、目４、母子福祉費はひ

とり親家庭の自立支援に係る経費などで、

母子自立支援嘱託員賃金、母子生活支援

施設運営費負担金、ひとり親家庭高等技

能訓練促進費などでございます。

　同ページから１１２ページの目５、子

ども医療費助成費は子どもに対する医療

費助成に係る経費で、平成２６年９月か

ら通院助成を小学６年生まで拡大いたし

ます。

　１１２ページ、目６、ひとり親家庭医

療助成費はひとり親家庭に対する医療費

助成に係る経費でございます。

　続きまして、教育費についてご説明を

いたします。

　１５８ページ、款９、教育費、項１、

教育総務費、目１、教育委員会費は教育

委員に関係いたします経費でございます。

　同ページから１６２ページの目２、事

務局費は教育委員会事務局の運営全般に

係る経費で、校務補助嘱託員の賃金、新

入学児童に対するランドセルの購入費、

個人登録をしていただいています小学校、

幼稚園の受付員の報奨金、新入学児童に

貸与する防犯ブザーの購入費、通学路の

安全対策に係る交通専従員業務委託料、

団体登録をしていただいております小学

校・幼稚園の受付員の委託料、支援学校

へ通学される肢体不自由児の児童・生徒

に対する、自宅から通学のバス停などま

での送迎タクシーの借り上げ経費、教職

員厚生会補助金、私立高等学校等学習支

援金などでございます。

　１６６ページ、項２、小学校費、目１、

学校管理費は、小学校１０校の学校運営

のための消耗品費、光熱水費、備品購入

費などの経費、施設の維持管理のための

委託点検経費、また、施設や設備の維持

補修のための経費などでございます。

　同ページから１６８ページの目２、教

育振興費は卒業記念品の購入費、要保護

及び準要保護の児童に対する扶助費など

でございます。

　１６８ページ、目３、保健衛生費は学

校医等に対する報酬、児童・教職員に対

する各種健康診断委託料、学校管理下に

おける児童の災害に対応するための日本

スポーツ振興センター負担金、要保護及

び準要保護児童に対する医療費扶助など

でございます。

　同ページから１７０ページの目４、学

校給食費は、非常勤の給食調理員賃金、

給食の賄材料費、給食調理業務に係る委
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託料、準要保護児童に対する給食費扶助

費などでございます。

　１７０ページ、目５、支援学級費は小

学校の支援学級の運営経費でございます。

　目６、建設事業費は別府小学校校舎の

耐震補強等工事の実施設計に係る経費で

ございます。

　同ページから１７０ページの項３、中

学校費、目１、学校管理費は中学校５校

のための消耗品費、光熱水費、備品購入

費などの経費、施設の維持管理のための

委託点検経費、また、施設・設備の補修

のための経費でございます。

　１７０ページ、目２、教育振興費は卒

業記念品の購入に係る報償費や、要保護

及び準要保護生徒に対する扶助費などで

ございます。

　同ページから１７０ページの目３、保

健衛生費は学校医等に対する報酬、生徒、

教職員に対する各種健康診断委託料、日

本スポーツ振興センター負担金、要保護

及び準要保護生徒に対する医療費扶助な

どでございます。

　１７４ページ、目４、学校給食費は平

成２７年度より実施予定の中学校給食に

むけました中学校５校に係る配膳室設置

工事費、備品購入費、予約システム導入

に係る委託料などでございます。

　目５、支援学級費は中学校の支援学級

の運営経費でございます。

　目６、建設事業費は第一中学校校舎、

第二中学校校舎の耐震補強等工事の実施

設計に係る経費でございます。

　同ページから１７６ページの項４、幼

稚園費、目１、幼稚園管理費は幼稚園３

園の施設維持管理のために係る修繕費、

保守点検経費などでございます。

　１７６ページ、目２、教育振興費は私

立幼稚園保護者に対する奨励費補助金な

どでございます。

　目３、保健衛生費は園医に対する報酬、

各種健康診断などの経費でございます。

　１８０ページ、項５、社会教育費、目

３、青少年対策費は学童保育室の運営に

係る指導員の賃金などでございます。

　以上、教育総務部が所管しております

平成２６年度一般会計歳入歳出予算にか

かわりまして補足説明をさせていただき

ました。

　続きまして、議案第１０号、平成２５

年度摂津市一般会計補正予算第７号につ

きまして、教育委員会全体にかかわる事

項につきまして、補足説明をさせていた

だきます。

　なお、減額分につきましては、事業の

精査によるものでございますので、説明

については割愛させていただきます。

　増額分についてご説明をいたします。

　まず、６ページ、第２表、繰越明許費

についてでございます。

　小学校耐震補強等事業は、摂津小学校

に係る耐震補強工事、経年劣化による外

壁、屋上防水など大規模改修に係る経費

でございます。

　次に、中学校耐震補強等事業は第三中

学校、第四中学校に係る耐震補強工事、

経年劣化による外壁や屋上防水など大規

模改修に係る経費でございます。いずれ

も平成２５年度の国の復興予算特別会計

の第１次補正によるもので、今回、補正

予算に計上いたすものでございます。予

算につきましては、翌年度に全額を繰り

越しをさせていただく予定でございます。

　なお、国からは平成２６年２月１０日

付で交付金の内定通知をいただいており

ます。

　次に、増額補正の主なものについてご

説明させていただきます。

　まず、歳入でございますが、１６ペー

ジ、款１４、国庫支出金、項２、国庫補
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助金、目５、教育費国庫補助金は先ほど

の繰越明許費でご説明させていただきま

した小中学校の耐震補強等工事に係る学

校施設環境改善交付金の増額分でござい

ます。

　次に、歳出についてご説明いたします。

　６４ページ、款９、教育費、項２、小

学校費、目６、建設事業費は摂津小学校

の耐震補強等工事に係る経費で、６６ペー

ジ、項３、中学校費、目６、建設事業費

は第三中学校、第四中学校校舎の耐震補

強等工事に係る経費で、いずれも全額翌

年度に繰り越しをさせていただくもので

ございます。

　以上、平成２５年度摂津市一般会計補

正予算についての補足説明とさせていた

だきます。

○嶋野浩一朗委員長　続きまして、登阪

部長。

○登阪次世代育成部長　続きまして、議

案第１号、平成２６年度摂津市一般会計

予算のうち、次世代育成部が所管してお

ります事項につきまして、予算書に従い、

その主なものについて補足説明を申し上

げます。

　まず、歳入でございますが、予算書の

３４ページをお開きください。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助

金、目２、民生費国庫補助金、節２、児

童福祉費補助金は児童虐待防止対策支援

事業補助金でございます。

　次に、４０ページ、款１５、府支出金、

項２、府補助金、目１、総務費府補助金、

節１、総合相談事業交付金は進路選択支

援事業に対する補助金でございます。

　目２、民生費府補助金、節１、社会福

祉費補助金は子育て支援分として、家庭

児童相談室への子育て支援コーディネー

ター配置等に対する地域福祉・子育て支

援交付金でございます。節４、児童福祉

費補助金は青少年ゆめ・感動体験事業や

赤ちゃんの駅、学校部活動振興相談員配

置等に対する地域福祉・子育て支援交付

金特別枠、つどいの広場の運営委託料や

公立保育所職員研修等に対する大阪府安

心こども基金特別対策事業費補助金こど

も教育課でございます。

　次に４４ページ、目８、教育費府補助

金は節２で小学校の通学路の安全指導を

行うスクールガード・リーダー配置に対

する補助金、節３で市内１０小学校で開

催しております放課後子ども教室わくわ

く広場の運営費等に対する教育コミュニ

ティづくり推進事業費補助金でございま

す。

　次に、５２ページからの款１９、諸収

入、項４、雑入、目２、雑入、節１、雑

収入の主なものは５６ページ、こども教

育課として保育所職員給食費負担金、市

立幼稚園預り保育利用料、児童相談課と

して家庭児童相談室バス借上料保護者負

担金などでございます。

　続いて、歳出についてご説明申し上げ

ます。

　まず、１０４ページをお開きください。

１０４ページからの款３、民生費、項２、

児童福祉費、目１、児童福祉総務費の主

なものは子ども・子育て支援新制度に向

けた子ども・子育て会議委員報酬、家庭

児童相談室の児童相談嘱託員の賃金、児

童相談支援員の報償費など家庭児童相談

室運営に係る経費、土曜しゅくだい広場

運営に係る報償費などの経費、保護者の

病気等で一時的に家庭での養育が困難な

場合に対応する子育て支援短期利用事業

の委託料、子ども・子育て支援事業計画

策定委託料、摂津市社会福祉事業団への

市立第一児童センター指定管理料などで

ございます。

　次に、１０８ページからの目３、児童
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福祉施設費の主なものは、市立保育所の

管理運営に係る経費のほか、地域子育て

支援センター、べふこども園つどいの広

場に勤務する嘱託員賃金、身近な地域で

の子育て支援の場であるつどいの広場の

民間保育所、ＮＰＯ法人への運営委託料、

市立保育所の遊具、教材備品購入に係る

経費、民間保育所に対する障害児保育補

助金などでございます。

　次に、１５８ページからの款９、教育

費、項１、教育総務費、目２、事務局費

の主なものは障害児介助員や、障害児等

支援員の賃金でございます。

　次に、１６２ページ、目３、教育セン

ター費の主なものは不登校や教育相談に

対応する教育指導嘱託員や、小学校スクー

ルカウンセラー等の報酬、並びに、摂津

市いじめ防止基本方針に基づき設置する

いじめ問題対策委員会委員の報酬、不登

校傾向にある児童生徒への支援を行うさ

わやかフレンドの報償費、教育センター

の維持管理に伴う光熱水費や委託料、小

中学校でのインターネットを活用した教

育の推進とホームページを活用した情報

発信にかかわる通信運搬費などでござい

ます。

　次に、同ページからの目４、教育指導

費の主なものは、中学校の部活動を推進

するために配置する中学校部活動振興相

談員や経験の浅い教職員の巡回指導を行

う学校教育相談員に対する教育指導嘱託

員報酬、小中学校に配置いたしておりま

す学級補助員や学級読書活動推進サポー

ター、家庭教育相談員の賃金、学習サポー

ターやスクールソーシャルワーカーの報

償費、及び国際理解教育のための小中学

校の英語指導助手派遣、小学校２年生を

対象に実施するシュア・スタート確認調

査の実施、特別支援教育を推進するため

の巡回相談の実施、中学校での自転車交

通安全教室の開催などに係る委託料、研

究学校園及び教育関係団体等への補助金

などでございます。

　次に、１６４ページ、目５、教育推進

費の主なものは中国帰国子女等への日本

語指導や土曜つながり推進事業における

指導員の配置に要する報償費などでござ

います。

　次に、同ページ、目６、人権教育指導

費の主なものは教育研究会負担金などで

ございます。

　次に、１６６ページ、項２、小学校費、

目１、学校管理費及び１７０ページ、項

３、中学校費、目１、学校管理費はパソ

コン附属部品及び教育用ソフト購入に要

する消耗品費、コンピューター教室に設

置いたしておりますパソコン等の修繕料

などが主なものでございます。

　次に、１７４ページからの項４、幼稚

園費、目１、幼稚園管理費の主なものは

市立幼稚園及びべふこども園の管理運営

に係る経費のほか、市立幼稚園及びべふ

こども園の遊具、教材備品購入に係る経

費、国・府幼稚園長会負担金などでござ

います。

　次に、１８０ページからの項５、社会

教育費、目３、青少年対策費の主なもの

は社会教育指導嘱託員及び青少年指導員

の報酬、こどもフェスティバル、放課後

子ども教室、わくわく広場、青少年ゆめ・

感動体験事業のほか、こども１１０番運

動、子どもの安全見守り隊など、地域で

取り組む子どもの安全対策に係る経費、

青少年関係団体への活動補助金などでご

ざいます。

　以上、次世代育成部に係ります補足説

明とさせていただきます。

○嶋野浩一朗委員長　続きまして、宮部

部長。

○宮部生涯学習部長　おはようございま
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す。

　続きまして、議案第１号、平成２６年

度一般会計当初予算のうち、生涯学習部

にかかわります部分につきまして、目を

追って主なものについて補足説明をさせ

ていただきます。

　まず、歳入でございますが、２８ペー

ジをお開きください。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目６、教育使用料はテニスコート、

青少年運動広場、体育館、スポーツ広場

などの市立体育施設や、学校体育施設、

公民館などの使用料でございます。

　次に、３６ページ、款１４、国庫支出

金、項２、国庫補助金、目４、土木費国

庫補助金の社会資本整備総合交付金は千

里丘公民館の耐震補強工事実施設計に係

る国庫補助金でございます。

　次に、５６ページ、款１９、諸収入、

項４、雑入、目２、雑入は生涯学習課に

係ります公民館電子複写機使用料やせっ

つ生涯学習大学受講料、また、文化スポー

ツ課に係る摂津音楽祭及び美術展の審査

料や摂津ふれあいマラソン、体育館にお

ける各種教室の参加費等でございます。

　続きまして、歳出でございますが、１

７８ページをお開きください。

　款９、教育費、項５、社会教育費、目

１、社会教育総務費は社会教育委員報酬

など社会教育の一般的事務に係る経費で

ございます。

　次に、同ページからの目２、文化振興

費はこども展覧会、市美術展、芸能文化

祭、摂津音楽祭など各種文化振興事業に

係る経費でございます。

　次に、１８２ページ、目４、公民教育

費は、せっつ生涯学習大学における講師

報償金や生涯学習フェスティバル運営委

託料、家庭教育学級運営委託料など、社

会教育関係事業に係る経費でございます。

　次に、同ページからの目５、公民館費

は市立公民館の館長報酬、各公民館に配

置されている社会教育指導嘱託員報酬、

各種公民館講座や公民館まつりの開催な

ど、公民館の管理運営に係る経費のほか、

千里丘公民館の耐震補強工事実施設計に

係る経費、また、鳥飼東公民館ロビーへ

のエアコン設置等の改修に係る経費を計

上いたしております。

　次に、１８４ページ、目６、文化財保

護費は文化財保護審議会の開催など、文

化財の調査、保存、啓発に係る経費でご

ざいます。

　次に、同ページ、項６、図書館費、目

１、図書館総務費は市民図書館等協議会

の運営に係る経費でございます。

　次に、同ページからの目２、図書館管

理費は市民図書館及び鳥飼図書センター

の指定管理料や、図書館システム保守委

託料など、市民図書館及び鳥飼図書セン

ターの管理運営に係る経費のほか、鳥飼

図書センターにおける外壁等の改修に係

る経費、また、市民図書館における書架

増設等の経費を計上いたしております。

　次に、１８６ページ、項７、保健体育

費、目１、保健体育総務費はスポーツ推

進委員報酬や大阪府体育連合など各種社

会体育団体に対する負担金などに係る経

費でございます。

　次に、１８８ページ、目２、体育振興

費は市長杯総合スポーツ大会など、市主

催スポーツ事業や体育協会など、社会体

育団体が実施するスポーツ事業及び地区

市民体育祭実施に係る経費でございます。

　次に、同ページ、目３、体育施設費は

温水プール、市立体育館等の社会体育施

設の指定管理料などに係る経費でござい

ます。

　以上、生涯学習部にかかわります平成

２６年度一般会計当初予算の補足説明と
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させていただきます。

○嶋野浩一朗委員長　説明が終わり、質

疑に入ります。

　質疑のある方。

　東委員。

○東久美子委員　おはようございます。

　それでは、予算概要に沿って質問させ

ていただきます。

　まず、初めに１０２ページの安全対策

事業です。ここの中学校正門へのオート

ロック等の設置、ここには２校と書かれ

てありますが、これは第三中学校、第四

中学校、第五中学校の３校でよろしいん

でしょうか、この確認と、２月の教育委

員会定例会がありましたときに、教育委

員のほうから、不登校ぎみな子どもたち

が校門がロックされていると学校に入る

ことについて不安を持たないかというふ

うな質問があったと思います。それで、

学校としてはどのように、もう既に各学

校、３月に校長会がありましたので、各

学校にオートロックの件についてはお伝

えくださっていると思うんですが、今後、

そのような気持ちの面で学校に行きづら

い子どもたちへの支援をどのように学校

のほうで考えていただけるのか、その辺

のところのお考えをお聞かせ願いたいと

思います。

　私はこのときの教育委員の質問は、本

当に子どもに寄り添った質問をされてい

るなと、教育委員そのものが現場をよく

ご存じの中での会だったんだなというふ

うに捉えております。よろしくお願いい

たします。

　それから、続いてですが、１０４ペー

ジの小中学校通学区事業についてです。

ここのところで通学路の危険箇所に交通

専従員を配置とありますが、基準がなか

なか難しいところだと思うんです。交通

専従員がたくさん配置されればいいと思

うんですが、限りある予算の中で組み立

てておられると思うんですが、今、捉え

ておられる地域の方、保護者の方からの

危険箇所でまだ交通専従員など、あと、

標識になるかもしれませんが、対応をど

のように進められているのか、まだ、進

んでいないところがあるのか、お答えい

ただきたいと思います。

　それから、続いて非常勤職員等雇用事

業のところです。障害児介助員、障害児

等支援員の方の支援は本当に事業が成立

する、子どもたちが落ちついて学校生活

を送れるということでは、本当にこうい

う方たちはありがたいことだと思ってお

ります。これはまた学童のほうともかか

わるんですが、後のページでも出てきま

すが、学童でも子どもたちにそういう障

害の支援をする方を加配の形でつけてい

ただいていると思うんです。ところが学

校でも学校教育課のほうが行われている

障害児等支援員の配置、つけ方と学童の

ほうの支援員の配置がちょっと異なるよ

うに思うんです。そのあたりの基準をお

聞かせください。学校のほうはまず、支

援学級に入級しているということが前提

で支援員の方がついていたと思います。

学童のほうは支援学級に入っているか、

入級しているか、していないかが基準に

はなっていなかったように思いますので、

配置の基準についてお願いいたします。

　それから、続いていじめ防止対策推進

事業です。このことについて、本当にい

じめ防止については大きな課題と捉えて、

新規にまた予算をつけてということと思

います。弁護士の方も招聘されたという

ことで、力強い支援体制になるかと思っ

ております。

　先日、議会で学校の件でのご質問があっ

たように思います。その中で、学校に対

して学級崩壊の事例を出されたと思うん
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ですが、そのときに学級編制についての

質問があったように思います。学級編制

に偏りがあって、そのために新しく担任

に入った方が負担になって、学級が成り

立たなかった例のように思ったんですが、

いじめとか保護者が不安に思われるのは

学校の様子がわかっていない。学校のク

ラス編制は、私のほうでは子どもたちを

２クラスあれば２分している。同じ力の

クラスをつくっていると思っております

ので、その辺のいじめとか起こらない基

盤をきっちりと学校がつくっていると思

いますので、その辺についてお答えいた

だきたいと思います。

　それから、続いて１０６ページです。

１０６ページの入場料等とあるところで

す。教育指導研修事業です。ここのとこ

ろの入場料等というところなんですが、

これについては、遠足の校外学習の下見

のことでしょうか。ちょっと確認させて

いただきたいと思います。

　それと、教育指導研修事業、全般なん

ですが、教職員の資質の向上を図るため

の研修経費についてですが、研修は本当

に新しい考え方も、それから、間違った

ところも改めるということで、本当に研

修は必要だと思います。研修の重要性に

ついては十分認識しておりますが、ただ、

学校現場は子どもと寄り添う時間、子ど

もと話をする時間とかが本当に少なくなっ

ている現状があると思いますので、この

研修事業をされるときの年何回ぐらいを

思っておられるのか、期間とか、そうい

うふうなことについてお答えください。

　続いて、学習サポーター派遣事業です。

この学習サポーターがかなり学校のほう

の力にはなっているんですが、これのい

ろんな例があると思いますが、活動され

ている時間帯とか、その辺で子どもたち、

ほかの市で学習サポーターがかなり力を

発揮して、これはテレビとかいろんなと

ころで報道されていますが、学力向上の

ために放課後の学習の支えをする中で、

子どもたちが力をつけていったというの

がありますので、時間帯とか、活動の内

容についてお答えください。

　続いて１１０ページ、図書費購入につ

いてです。図書費購入費なんですけども、

これは１人当たりの子どもの数掛ける幾

らかというふうな計算式だったかなと思

いますが、この算出基準、どのようにこ

の額を出されているのかということのご

説明をお願いします。

　それと、平成１８年度の予算概要を見

ましたら、平成１８年度とこの額が変わっ

ていないんです。もう平成１８年という

と随分、８年前になりますね。そのとき

から比べると図書も上がっています。本

代も上がっていますが、読書については

大切、それから、広めるというふうな、

深めていくというふうなことは説明はあ

るんですが、実際、この額が変わってお

りませんので申しわけない、私のほうで

は平成１８年のしか見ておりませんので、

この予算額ですが、いつからずっと変わっ

ていないのかということもお答えいただ

けたらと思います。

　それから、私のほうでわかりにくかっ

たのでちょっとお聞かせいただきたいん

ですが、第４次摂津市総合計画の中にあ

ります基本計画で、学校園が安全安心で

快適なまちにしますというところの、１

４０ページなんですが、その中に環境や

自然に配慮した施設整備というところが

あります。太陽光発電、ＬＥＤ照明の利

用など省エネルギー対策を検討するとと

もに、というふうに書かれてありますの

で、学校の中で、こういうふうなＬＥＤ

照明など進められているのか、今、どう

いうふうな進みぐあい、進捗状況をちょっ
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とお聞かせ願いたいと思います。

　それから、１１２ページの小学校給食

事業のところになると思いますが、今年

度新たに給食献立システム、食物アレル

ギーのある児童への対応ができるよう、

給食献立システムに機能を追加します。

というふうに拡充で示されているんです

が、これについて、平成２３年度に新献

立ソフト更新委託料で決算されている分

のまた追加というんですか、機能をバー

ジョンアップさせるようなものなのでしょ

うか、お答えください。

　これについては、摂津市内の栄養教諭

の方、栄養士の方がいらっしゃると思う

んですが、これは一定の基準に基づいて

配置されていますので、配置に基準があ

るということは十分に承知しております

が、今後、アレルギーの子どもたちのこ

とを考えると、市で独自に栄養教諭など

配置をお願いしたいという思いがありま

すので、このシステムのことについて、

これはシステムですから栄養教諭にかわ

るものではないと思いますので、ここの

ところはよろしくお願いいたします。

　それから、次の１１４ページです。図

書費購入費ですが、これは中学校のほう

ですが、中学校の図書購入費ですが、こ

れについても小学校と同じです。

　本については、私はこのように考えて

おります。図書費で買うのは図書室に図

書を入れるので、本当にこの金額、そこ

までという感じはするんです。実際に学

校で図書がどのように利用されているか

お伝えしますと、学級文庫で各教室に本

が置かれているんです。それはこの図書

費の範囲でないかもしれません。基準で

はないかもしれませんが、学級文庫がな

かなか充実しにくいんです。教室を見る

と古い本とか、子どもたちが家から持っ

てきた本とかが置かれているというとこ

ろがありますので、この図書費とは違う

かもしれませんが、あらゆる場所で子ど

もたちが本に触れる、本がある環境をつ

くるという意味でちょっとこの図書費に

ついてはよろしくお願いいたします。

　それから、図書はなかなか厳しいと思

うんですけども、蔵書の基準があります

よね。その基準にどれくらい達している

のか。図書室の課題としてお答えくださ

い。

　それから、１１８ページですが、幼稚

園管理運営事業のところなんですが、幼

稚園管理運営事業の中には項目に図書購

入費がないんです。これは幼稚園のほう

はここにはないんですが、図書について

はどのようにされているんでしょうか。

幼稚園の子どもたちにとって図書の必要

性、今後、学校にもつながりますので、

本当に習慣という意味では絵本が身近に

あればよいと思いますので、図書館長、

幼稚園の環境についてお答え、それから、

図書購入費がここですというところがあ

れば教えてください。なければ考えをお

伺いします。

　１２２ページ、学童保育事業について

です。これは先ほどの学校の支援員の方

たちと重なる質問になりますが、ここの

ところで障害がある子どもへの支援員の

方も含まれていると思いますので、これ

は先ほどの学校の支援体制のところと一

緒になると思いますので、そこで結構で

す。

　続いて、１２４ページ、こども会育成

事業についてです。こども会の活動の育

成推進ということで書かれてありますが、

こども会に入る子どもたちが年々少なく

なっていると聞いています。実際にこど

も会活動で努力されている役員の方は、

このあたりの子どもがなかなか入らない

というふうなことをお聞きしたんですが、
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こども会に入る子どもたちの割合という

んですか、その辺のこども会運営に関し

てお答えください。減少しているんであ

れば、それが子どもたちがたくさん子ど

も会活動で活発に活動できるようにどの

ような手だてを今後、されるのかという

こともお願いいたします。

　それから、１２６ページです。これは

公民館運営事業の中に入っておりますが、

図書購入費ですが、市民に対して何回貸

し出しをするかという目標の冊数とかは

なされていたと思います。図書購入費に

ついてなんですけれども、算出基準、ど

のようなことでこの額なのかということ

についてお答えください。

　続いて１２８ページです。先ほど公民

館でしたが、こちらは図書館のほうで同

じ内容の質問と、それから、利用者の図

書館の運営に関してなんですが、利用さ

れる方の声については投書箱ですか、ア

ンケートを入れる箱がきちんと図書館に

設置されていて声を届けることができる

んです。利便性を図っていただいたり、

今後、図書館が本を読む環境として椅子

が置かれたりとかいうことを聞いており

ますので、大変楽しみにしております。

　ただ、図書館に来られた方の声は反映

できるんですが、課題は図書館に余り足

を向けてくださらない方への図書館の紹

介なり図書館活動を広めていくというと

ころはなかなか難しいと思うんです。来

られた方にはアンケートがとれる。しか

し、来られていない方の声を聞くなり反

映させるのは難しいと思うんですが、そ

の辺をどのように考えておられるのかお

願いいたします。

　１３０ページです。ここのところはス

ポーツ教室振興事業についてですけれど

も、たくさんの方がご利用になっている

と思います。その利用されている、どう

いうふうな回数なり、人なりそのあたり

の使われている状況についてご説明くだ

さい。

　それから、総合型クラブ支援事業です。

総合型クラブ支援事業のところが新規で

すので、これについて予算はつけられて

おりますのでよろしくお願いいたします。

　戻ってしまいますが、中学校で新規だ

と思います。交通安全教室ということで、

スタントマンが実演していただくんです

か、交通事故のことについて講習会とい

うんですか、生徒用に事業をおこされる

んですが、今年は２校だけですね。２校

だと思いますので、それで、４０万円の

予算でしたよね。１校２０万円かなと思

うんですが、結構小学校でも交通安全教

室を３年生にやっておりますが、スタン

トマンというところがポイントかなと思

うんですが、それだけの額を使われるの

で、どういうふうな内容なのか少しお聞

かせ願いたいと思います。

　ちょっとページではないんですが、待

機児童の解消に向けて取り組みをされて

いると思いますが、保育所の入所状況と

申しますか、待機児童が今は調整されて

いる時期だと思います。いろいろな保育

所の中でも集中しているところと、それ

から、少し余裕があるところとあるかと

思いますので、調整の時期で今、はっき

りとお答えはできないかなと思うんです

が、待機児童の子どもたちの保留人数と

申しましょうか、申し込み児童数、保留

人数等よろしくお願いいたします。

　ちょっと多岐にわたってしまいました

が、よろしくお願いいたします。

○嶋野浩一朗委員長　議案第１０号はよ

ろしいですか。一括で質疑を受けている

んですけど。よろしいですか。

○東久美子委員　はい。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、答弁を
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お願いいたします。

　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、東委員のご

質問で、教育総務課に係ります分につい

てお答えさせていただきます。

　まず、中学校のオートロックの改修の

件でございますが、予算概要には第三中

学校、第五中学校ということで記載させ

ていただいておりますが、第四中学校に

つきましては、耐震工事で門扉を一旦撤

去する必要がございますので、そちらの

ほうで対応させていただくということで

考えております。したがいまして、平成

２６年度につきましては、中学校のオー

トロック、第三中学校、第四中学校、第

五中学校の３校を予定しております。

　続きまして、図書購入費でございます。

小学校、中学校ともに予算が変わってい

ないということでございますけれども、

この分につきましては、小学校、中学校

ともに平成１５年度に学級費補助等、ま

た、修学旅行の補助金等を廃止して、そ

のときに図書の充実に充てるために充当

させていただいております。当時、平成

１４年以前につきましては１人当たり８

００円を基準としておりましたが、現在

は１人当たり１，２００円を基準として、

小中学校ともに考えて、予算を要求させ

ていただいておるところでございます。

　続きまして、環境ということでの、Ｌ

ＥＤ照明の進捗等々ということでのご質

問でございます。

　今現在、教室等につきましては蛍光灯

を使用しているところでございますけれ

ども、器具の交換等があった場合にはそ

の都度ＬＥＤが使えるところにつきまし

ては、ＬＥＤ照明に順次交換しておると

ころでございます。特に、外灯等、夜間

常時つくところにつきましては、ＬＥＤ

へ積極的に改修を進めておるところでご

ざいます。

　続きまして、小学校の給食事業の献立

システムということでございます。

　この分につきましては、現在、使用し

ております献立ソフトが、平成２６年度

をもちまして保守の期限がくるというこ

とでございます。それに合わせまして、

新しいものを更新ということでさせてい

ただきまして、その中に各アレルギーを

お持ちのお子様の個々のデータを管理で

きるということでございますので、その

分につきまして更新させていただくとい

うことでございます。

○嶋野浩一朗委員長　中村参事。

○中村子育て支援課参事　東委員の通学

事例に関するご質問にお答えいたします。

　まず、交通専従員の配置基準でござい

ますが、今現在、８校で１８か所交通専

従員の方、勤務をしていただいておるわ

けでございますけど、当然、交通量が多

かったり、道が狭かったり、見通しが悪

いところと、あと、踏み切りとか、そう

いった当然、通常危険に感じる場所には

配置させていただいておるわけでござい

ます。

　それと、あと、いろいろ危険箇所等の

対応はどうなっているかということでご

ざいますけども、これにつきましては、

随時学校や自治会等からのいろんな要望

等がございます。それにつきましては、

道路管理者及び関係機関等とその都度協

議をいたしまして、対応可能なものにつ

きましては、例えば、道路標示が若干薄

くなっているところの施工のし直しとか、

あと、交通量が多くて既存の電柱幕等を

もう１か所欲しいというときには、そう

いった形での対応をして、随時通学路に

おける危険の対応についてはしておると

ころでございます。

○嶋野浩一朗委員長　谷田課長。
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○谷田児童相談課長　中学校のオートロッ

クに伴っての不登校の生徒への不安に対

して学校のほうがどのように支援をして

くのかというふうなことについてご答弁

申し上げます。

　確かに、学校がオートロック、登校し

た時点で閉まっているというふうなこと

で、不登校になっている子どもが不安を

覚えるのではないかというふうなことに

ついてはやはり十分心にとめておく必要

があると考えております。子どもたちが

不登校に陥っている理由といいますか、

そういったことについてはやっぱりさま

ざまなものがございますけども、やはり

閉まっていることに対して不安を抱えて、

それがきっかけとなってやはりまた行き

づらいくなるというふうなことになって

しまうというふうなことについてはやは

り避ける必要はございます。

　学校といたしましても、やはり一人ひ

とりの子どもの様子、それを学校職員の

間でどのように情報共有するか。インター

ホン鳴らした、そこで顔が映った、何年

何組の誰それですということになったと

きに、その子の状況が、例えば、担任で

なくてもほかの学年の教員であってもそ

の様子がやはり共有された上で適切な対

応をしていく必要があるのではないかと。

ですから、校門まで迎えて一緒に入って

くるというふうな対応が適切な当然、生

徒もおりますし、そのまま普通に入って

これる、あるいは、もう教員が行かない

ほうがひょっとしたら適切な対応になっ

ている子どももいるかもわかりませんの

で、そのあたりのところ、一人ひとりの

生徒に合った対応というふうなことを学

校が十分考えて、そのあたり、対応のほ

うをしていく必要があろうかと思います

ので、そのあたり、機会をつかまえて学

校のほうにも話しをしていきたいという

ふうに考えております。

　あわせまして、いじめのことにかかわっ

て、クラス分け、そのあたりがきちっと

対応できているのかというふうなことで

ございますが、これにつきまして、各学

校においては、ただ単に機械的にクラス

を分けるというふうなことはもちろんい

たしてはおりません。学力面であります

とか、あるいは学級内における人間関係

でありますとか、そういったことを十分

配慮した上で、時間をかけてクラス分け

のほうを行うと。新年度になりましたら、

それをきちんと引き継ぐというふうなこ

とを実施いたしております。

○嶋野浩一朗委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　そうしましたら、

支援の必要な児童に対する学童保育指導

員の配置についてご答弁申し上げます。

　支援を要する児童への指導員の配置に

つきましては、学童保育室における加配

指導員の配置に関する要項を設け、一定

の判定指針に基づき判断いたしておりま

す。判定指針の項目といたしましては、

日常生活での支援や行動面、健康状態へ

の配慮などの項目を設けまして、保護者

や関係機関との連携はもちろんのこと、

担当職員による児童の状況の確認などに

より判定をしてきております。

　ただ、生活の場である学童保育室と教

育の場である学校とでは配慮すべきこと

も多少異なるため、東委員のご質問のよ

うな違いも生じることがあるかというふ

うに考えます。

　ただ、この２年ほどの状況を確認した

中では、学童保育室にて加配指導員を配

置している児童は全て支援学級または支

援学校からの受け入れ児童となっており

ました。今後とも安全な保育に向けて、

適正な配置を行ってまいりたいと考えて

おります。
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　引き続きまして、待機児童のことにつ

いてのご質問にご答弁を申し上げます。

　平成２６年度に向けての保育所入所状

況でございますけれども、２月末現在に

おきましては、申し込み児童数が４６９

人ございます。このうち、現在、保留と

なっている児童につきましては１１５名

いらっしゃいます。ただ、この中につき

ましては、転園を希望されておられる入

所中の児童の方であるとか、入所できる

園があっても待機したいとおっしゃって

おられる方なども含まれておりますので、

この方々が全て定義でいうところの待機

児童にもなってこないかと認識しており

ます。

　本市におきましては、これまで４年間

で約１７０名の定員の増加をしてまいっ

てきております。また、平成２６年度４

月時点では建て替えや定員増によりさら

に２０名の増員をしてまいります。

　今後、南千里丘の保育園、それから、

もう一園の認可などにより、平成２６年

度中で合計１４０名の定員の増加を見込

んでおります。

○嶋野浩一朗委員長　岡部課長。

○岡部学校教育課長　学校教育課にかか

わりますご質問にご答弁申し上げます。

　障害児支援員の配置についてでござい

ます。学校教育課といたしましては、障

害児支援員の配置につきましては、小学

校における生活等を想定しながら、支援

学級入級等に向けて準備を整えており、

日常生活での支援、健康状態、関係機関

との連携など、さまざまな情報をもとに、

幼稚園、保育所等との連携を行いながら

進めてまいります。その結果といたしま

して、全ての重度重複障害児児童生徒の

個別の特性に応じた支援、生活自立、社

会的自立に向けた支援教育を目指すため

に増員が必要と考え、平成２６年度も増

員をさせていただいたところでございま

す。

　平成２６年度につきましては、毎年開

いております就学指導委員会など、専門

的知識を持った方が集まるところでしっ

かりと論議し、支援員の配置について一

層適正な配置を行ってまいりたいと考え

ておるところでございます。

　続きまして、教育指導研修事業につき

ましてでございます。入場料等という、

入場料でございますが、校外学習の下見

を含めた入場料ということでございます。

　それから、教職員研修についてでござ

いますが、こちらにつきましては、毎年、

学校現場の多忙化ということもございま

すので、研修内容については十分精査し、

学校に負担のないようにというふうには

考えておるところでございますが、例え

ば、平成２４年度体罰防止研修を入れま

したように、その場その場に応じた研修

というものも必要となっております。し

かしながら、例えば、体罰防止につきま

しては、今年度、平成２５年度につきま

しては、教育指導嘱託員が全小中学校を

まわって研修を行うなど、学校に負担と

ならないような形を考えておるところで

ございます。平成２６年度につきまして

は大阪府教育センターの研修事業も活用

しながら、やはり学力向上を目指した授

業づくり研修でありますとか、中学校の

武道についての研修でありますとか、小

学校の外国語活動等、必要に迫られてお

ると思うところの研修の計画を立ててお

るところでございます。

　続きまして、学習サポーターでござい

ます。学習サポーターは、平成２６年度

につきましては小学校での配置を考えて

おります。小学校では放課後、しゅくだ

い広場で家庭学習習慣の定着を目指すと

いう目的で、週２回、学校によって学年
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等は少し変わってきますが、複数学年で

行いたいと考えております。

　また、夏休みのプールのプール指導の

補助という形で大学生等を活用して、プー

ル指導補助についても学習サポーター派

遣事業を活用したいと考えております。

　自転車交通安全教室についてでござい

ます。今年度、平成２５年度につきまし

ては、中学校の部活動の代表者を対象に、

中学生は部活動等で自転車に乗って他校

に移動するということもありますので、

交通ルールについて摂津警察等からの研

修を受けました。それを受けまして、実

際に危険な自転車走行を行うことによっ

て、危険性を類似体験させるということ

で、スタントマンによる教育事業を行い

たいと考えております。

　内容につきましては、まず１つはＪＡ

共済の地域貢献事業を使わせていただき

ます。そしてもう一方につきましては、

市の単費から教室を開催させていただき

ます。実際に日常的に多く発生している

事故をスタントマンが再現すること、ま

た、事故の怖さ、事故に遭わない自転車

の乗り方等を摂津警察署交通係より説明

するという形で、今年度は２校を、来年

度は２校、そして３年目に１校という形

で全中学校で実施する運びとなっており

ます。

○嶋野浩一朗委員長　中学校における図

書の購入に関して、蔵書数が基準に達し

ているのかという質問があったと思いま

すけれども、そこら辺をちょっとよろし

く。

　岩見課長。

○岩見総務課長　各学校の図書室の蔵書

の達成率ということでご答弁を私のほう

からさせていただきます。

　ご承知のように各学校の蔵書の基準に

つきましては、学校のクラス数によって

変わってまいります。平均ではございま

すけれども、小学校では現在、８４．３

％の達成、中学校で８１．７％の達成率

でございます。

○嶋野浩一朗委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　こども教育課に

かかわります２点についてご答弁させて

いただきます。

　まず、幼稚園での図書、絵本に対する

購入につきましては、予算科目、需用費、

消耗品費の中で、園長、事務局が協議し、

対象年齢や内容を踏まえて購入しており

ます。

　また、それぞれの園での絵本に親しむ

環境づくりといたしましては、各園とも

絵本室を設けております。絵本室では自

由に親子が本に親しんでいただく環境を

整えております。また、各保育室へも絵

本室から担任が選んだ本を毎月、定期的

に持っていくといったこともしまして、

子どもたちに身近に本に親しんでいくよ

うな環境を整えていくところでございま

す。

　さらに保護者の方に対しましても、ご

自宅で読み聞かせをしていただきますよ

うに、絵本の貸し出しも行っているとこ

ろでございます。

　次に、こども会の加入率の減少、また、

それの対応でございますけれども、確か

に、東委員がおっしゃいますように、平

成１３年度こども会の加入率が６４％ご

ざいました。平成２５年度については４

８％と大きく削減しているところでござ

います。これは子どもたちの習い事、ま

たはスポーツ少年団、そういったこども

会以外の活動に参加されて週末や休日に

活動する。また、ご家庭の事情とか、ご

家族の就労状況によってお世話いただく

役員のなり手が少なくなってきている。

こういったこともあって、こども会の組
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織、また、子どもの加入率が減ってきて

いるのかなと考えております。

　こういう中、こども会の中でも実態を

把握すべくアンケート調査というのも実

施されました。その中では役員の負担が

大きいといったこととか、いろんな悩み、

実態が浮き彫りになってきております。

こども会の中でも夜間の会議をもっと効

率的にやるとか、回数、時間を見直すと

か、そういったこともされております。

こども会育成連絡協議会の中では検討課

題ということでご認識をされております。

私ども事務局も北摂各市共通の悩みとい

うんですか、課題も抱えておりますので、

昨年８月に北摂の担当事務局が集まりま

して、こういった共通の課題についてど

のような方策があるのか、先進的な取り

組みがされている事例等も踏まえて検討

するなど、継続的に事務局会議も回を重

ねていこうということに至っているとこ

ろでございます。

○嶋野浩一朗委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、図書館

におけます図書購入費における図書購入

の基準についてのご答弁をさせていただ

きます。

　図書購入の基準についてでございます

が、その数につきましては特に基準はな

く、予算の範囲内で購入とさせていただ

いております。ただし、その購入件数の

指標といたしまして、その図書館の蔵書

数に対する図書購入数の割合というのが

ございまして、いわゆる図書回転率でご

ざいますが、そちらを他市と比較させて

いただきました。平成２４年度実績でご

ざいますが、吹田におきましては４％、

豊中４％、茨木市４．７％、高槻市６％

となっております。本市におきましては、

図書の回転率４．８％となっておりまし

て、その蔵書数におけます新規図書購入

数ですが、他市と比較いたしまして遜色

のない数値となっておると報告させてい

ただきます。

　また、利用者以外への図書館の紹介に

つきましてご答弁させていただきます。

　本市におきましては、広報せっつにお

きまして、「ホンのひととき」というコ

ラムを設けまして、そちらのほうで成人

向け図書及び児童書を交互に本の紹介を

させていただくというコラムを設けてお

り、実際に図書館を利用していただかな

い方にも本に興味は持っていただけるよ

うな環境づくりをしております。

　また、平成２５年度におきましては、

初めて秋の読書週間に合わせまして、広

報せっつにおきまして１面を使い、図書

館の紹介及びその利用法などを特集記事

として紹介させていただきました。こち

らに関しましても、一定図書館を利用し

ていただかない市民の方にもご紹介する

ことができたかと考えております。

　また、そのほかにおきましても、ブッ

クスタート事業といたしまして、乳幼児

健診時に保護者の方に絵本の紹介冊子を

お配りして、また、そちらもそれにつな

げた図書館をご利用いただけるような事

業をしております。

　今後につきましては、図書館を現在、

利用していない市民の方にも気軽にご利

用いただけるよう、本及び図書館に興味

を持っていただけるような新たなイベン

トや展示など、積極的に展開していきた

いと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　辻課長代理。

○辻生涯学習課長代理　公民館における

図書購入費に関するお問いについてご答

弁させていただきます。

　市内６公民館のうち、図書室の機能を

新鳥飼公民館のみ有しております。こち

らの図書室におきましては、図書館法上
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に規定される図書館の扱いではございま

せん。また、学校ではクラス数による蔵

書の基準等がありますけども、こちらに

つきましても、例えば、市民お一人当た

りの蔵書数、目標蔵書数などの基準につ

いてはございません。

　ご参考までに、図書購入の内訳につい

て申し上げたいと思います。

　一般書につきましては約２６０冊、そ

れから児童書２００冊、そして課題図書、

こちらは青少年読書感想文全国コンクー

ルの課題図書となりますものでございま

すけれども、小学校低学年用、小学校高

学年用、そして中学生用、高校生用、そ

れぞれ１８冊を配置の予定にしておりま

す。

○嶋野浩一朗委員長　日垣課長。

○日垣文化スポーツ課長　それでは、文

化スポーツ課にかかわります２点のご質

問にお答えいたします。

　まず、スポーツ教室振興事業の教室名

と回数でございますが、こちらは平成２

４年度の実績でございますが、テニスの

小学生初心者教室が１０回コースが２回、

テニス教室が１０回コースが２回、テニ

スの夜間教室が１０回コースが２回、ソ

フトテニス教室が１０回コースが２回、

卓球教室が１０回コースが２回、健康体

操教室が１０回コースが４回、トレーニ

ング教室につきましては９回実施いたし

ております。体力テストのほうは２回実

施いたしております。あと、平成２６年

度新たに計上いたしました健康体操教室

でございますが、こちらのほうにつきま

しては１０回コースを５回予定いたして

おります。

　続きまして、総合型クラブ支援事業で

ございますが、こちらの事業につきまし

ては新規事業となっておりますが、平成

２５年度につきましては、スポーツセン

ター管理事業という形で計上しておりま

した事業名でございまして、昨年スポー

ツセンターが廃止されました関係で、事

業名を新たにし、予算額についても工事

費を除いた形でございますが、平成２５

年度とほぼ同額を計上いたしております。

○嶋野浩一朗委員長　ありがとうござい

ます。

　１回目の質問の答弁は出そろったと思

います。

　東委員。

○東久美子委員　それでは、お答えいた

だいたもので、重ねて質問させていただ

きます。

　まず、中学校のオートロックの設置に

ついての答えなんですけれども、私は基

本的に子どもが中心ですので、子どもが

負担にならないように、課題のある子ど

もが職員間でおっしゃってくださったよ

うに共有されることが大変重要だと思い

ます。オートロックというのは、職員室

なりからチャイムが鳴ったら家庭と一緒

だと思っておりますので、そうしたら応

答するという形の中で、その子どもをた

だ単純に今日、おなかいたで病院に行き

ましたという子どもと、また違う子ども

もいると思いますので、そこへ丁寧な、

共有というところを強調してくださった

ので、そこのところで対応していただけ

ると思っておりますので、これはよろし

くお願いしますということにします。

　続いてなんですが、非常勤職員の障害

児等支援員、ことしは増員されたという

ことで、本当にきちんとした対応をとっ

てくださっているということがよくわか

りました。いずれにせよ、このことにつ

いては、支援の対象となる子どもが年々

ふえる傾向があるかと思います。今まで

のような形ではなく、支援の対象者が広

がることも考えられますので、お互いに
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学校間で限られた予算の中での取り合い

になることがないように、支援の必要な

子どもには適切に支援ができるようにお

願いします。

　それと、これはまた重ねての質問にな

りますが、私のほうでお伺いしたかった

のは、この２年間ではないということだっ

たんですが、学校に来ている子ども、学

童も学校のほうも含めてなんですが、同

じ子ども、１人の子どもに対して学童の

ほうは支援がついた。学校のほうは支援

がつかないということがありました。そ

れは３年前、４年前の範囲だと思います

が、たまたまそういう対象の児童がいな

くて、ここ２年なかったのかもしれませ

んが、今後のことも踏まえて、ぜひ学校

対象となる子ども、対象の基準を下げる

んではなく、学童のほうは手厚くされて

いたと思うんです。支援学級には入って

いなかったけれども、いろいろな課題が

あるから支援を行うという意味で手厚かっ

た。そういうふうな支援体制をどちらも

行っていただきたいということで、また

お答えをお願いいたします。

　それから、いじめのことに対してです

が、私のほうでは押さえたかった、お願

いしたかったのは、この間の議会では２

点質問があって、学校の実態について保

護者が不安に思われるのは、事実がわか

らないという、学校は何をしているんや

ろうな、見えないというところがかなり

不信につながり、うわさにつながるかと

思いますので、こういうこと、学級編成

にかかわっては、偏った、どちらかに、

先生のほうの意思があって偏ったという

ことはないんですから、そこのところは

きちんと強く押さえていただきたい。

　それから、力量のことについても、学

級が成り立たないということで、力量の

ことも指摘されておりましたので、その

辺は調査されて、今後、またきちっと対

応していただきたい。このことについて

も私が強調したかったのは、学校の実態

が本当に保護者の、私たちは考えられな

いと思っていることが、保護者にとって

はとても不安なことであったりする指摘

の１つだと捉えておりますので、学校は

きちんと一人ひとりの子どもに丁寧に、

公平な学級編成をしているということを

その都度押さえていただきたかったとい

うことです。これはお答えは結構です。

　続いて、入場料のことについてです。

入場料はこれは９万円ですね。全部で９

万円かと思いますので、１５校で割った

らいいんでしょうか。１５校で割ると１

校６，０００円ですね。この６，０００

円で校外学習は小学校の場合２回ござい

ます。２回ですので、２回を６，０００

円でやらなければいけないというのは非

常にきついと思います。今、各学校に調

査してくださったら結構ですが、昔とい

うんですか、少し前は校外学習の下見に

ついていろいろな配慮が行われていて、

下見ということでの行く対象の施設なり

が、下見だったら、ということがあった

んですが、今はほぼ払っておられると思

うんです。そうしたら、この入場料とい

うのは６，０００円でやっていかないと

いかんわけですけれども、６学年ですよ

ね。６学年で遠足、校外学習に行きます。

そのときに各学年平均２クラスとします

よね、そうしたら１２学級の担任が下見

に行くわけです。今は共同で学校も子ど

も支援が入っていますので、例えば、３

年生２クラスだったら２人の担任が行く

わけではないんです。学年付の方も一緒

に下見されると思います。そうなると、

２回の下見を単純に割ったら３，０００

円で１２クラス、２４人、最低担任だけ

で２４人という数だけ、あと、学年に入
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り込んでいる学年担当の教諭もおります

ので、その者を加えるともっと数がふえ

るんですが、割ると。本当に下見が十分

に行われないと思いますので、それと、

これは勤務時間のこととか、いろいろ考

えられますので、それは検討課題やと思

うんですが、１年の補助員の方とかも遠

足、校外学習、一緒に行きますよね。そ

うしたらそういうふうな方たちもできれ

ば下見に行けばいい。ただ、これはいろ

いろな条件がありますので、絶対行かな

ければならないということではないです。

下見に行った学年と連携をきちっととれ

ていればカバーできることですが、少な

くとも単純に計算して１２人の者が下見

に行って、この３，０００円ではどうか

と思います。ここのところの入場料につ

いて、額的なことで、私はもう当然これ

では少な過ぎると思いますので、ちょっ

とお答えいただきたいと思います。

　それから、学習サポーター派遣の件な

んですけれども、これはプール指導の方

も含めてということなんですが、これは

本当にサポーター派遣は学習サポーター

となっているので、プールというふうな

形で捉えがなかったかもしれないんです

けれども、保護者とか皆さんには。でも

本当に元気が出る派遣の制度だと思いま

す。大学生の方で、それと水泳が得意と

か、そういう方が大概入っておられるの

で、子どもたちがそういう水泳の形を見

せてもらえたりすることで、ああ、こん

なふうに泳げたらすてきやなというよう

なことにもつながっていて、大変よかっ

たと思いますので、これはぜひぜひまた、

増額してでも事業をおこして続けてくだ

さったらと思います。これはお答えは結

構です。

　それから、続いて学校の図書費のこと

で、購入費のことで重ねてお伺いします。

１人当たり８００円だったのが１人当た

り１，２００円に、４００円増えたとい

うことは大きいかと思います。ただ、現

場の実態からいいますと、学級文庫につ

いての扱いというんですか、学級文庫を

どのように捉えられておられるか。図書

室だけの本の充足ではなく、図書環境と

いうふうに広げていただいて、学級図書

の充実も図るとなるとちょっと厳しいか

なと思いますので、図書購入費で学級図

書のこともちょっと触れていただきたい

と思いますので、お答えください。

　それから、給食献立システムについて

ですけれども、説明いただいたので、平

成２３年度のものが平成２６年度に保守

がくると。それと新たに個々に対応でき

る、アレルギー対応ができるようなソフ

トが入るということで、これだというこ

とでよくわかりました。

　学校現場は、本当に食物アレルギーと

かについては慎重に、命にかかわること

ですから、本当に丁寧に取り扱っている

んですが、また、こういうふうなソフト

が入ると間違いが減るかなと。よりよい

アレルギー除去食が提供できるかなと思

いますので、これはお答えは結構です。

　それから、学校図書の購入費なんです

けれども、達成率、基準の８４．３％、

８１．７％達していますよというお答え

をいただいたので、より１００に近づく

ようにというお願いです。

　摂津市内なんですが、なかなか本屋が

少ないんです。千里丘の駅前にあった本

屋ももう随分前に閉めてしまわれたし、

鳥飼地区のほうも本を購入しようと思う

となかなか本屋がないというところがあ

りますので、だから、学校の図書が充実

していれば、また、そこから子どもが本

に親しみ、広がっていくかなと思います

ので、本当に摂津市の市内の状態という
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んですか、市内の様子から思うのは、やっ

ぱり図書に触れる機会というのをふやし

ていただきたいという意味で達成１００

を目指してお願いします。ということで

よろしくお願いします。

　幼稚園の管理運営事業の中に図書購入

費がございませんよということで質問さ

せていただきました。

　絵本室があることとか、図書について

はカバーされているということはよくわ

かりましたが、この図書購入費という形

で小学校、中学校が入っておりますので、

幼稚園のほうも図書購入費というふうな

項目で、今後は入れてはいただけるんで

しょうかということの質問をお願いいた

します。

　それから、あと、学童保育室の支援員

の件については先ほど、学校教育課のほ

うでお伝えしたので、それでお答えくだ

さい。

　それから、こども会育成事業ですけれ

ども、本当にこれは難しいことだと思い

ます。こども会の役員が本当に忙しい思

いをされているということはよくわかっ

ておりますので、それはある意味、入る

子どもが少ないから役員がまわってくる

というんですか、役割分担が重たくなっ

ているというところの悪循環というんで

すか、その辺もあるのかなと思います。

この問題については子どもの、お伝えく

ださったように習い事ですよね。サッカー

に行っているとか、いろいろ、サッカー

と、あと、剣道なりいろんな子どもが個々

に頑張っていることがありますよね。そ

れとこども会活動というので、本当にそ

の辺の個人の持つ興味、関心を高めるこ

とと、こども会活動というところのなか

なか難しくなってきているかとは思いま

すが、活動内容を工夫されるなり、先ほ

どおっしゃったように北摂のほかの市と

の共通の課題であるからということで、

ほかのところの知恵も借りながら、かか

わる方の負担が少なく、充実した活動に

なるようにということでお願いいたしま

す。

　続いて、図書館購入費についてはよく

わかりました。また、おっしゃってくだ

さったように、利用されない方にも図書

館利用が進むように広報での１面とかおっ

しゃったので、そういうふうな活動を広

げてくださって、たくさんの方が図書館

に足を運ばれるといいと思います。大人

が見本を見せることで、子どもも読書環

境が整っていくと思います。大人がまず

というところがあります。子どもも結構

来られていますし、間違っているかもし

れませんが、今日も安威川図書館で絵本

読み聞かせをやっているかと思うんです。

今日お昼からやっているので、どんなも

のか見たいなと思っていたんですが、そ

ういうような活動もたくさんのお子さん

が来られると、活動されている読み手の

ほうも本当にやってよかった、やりがい

のある活動につながると思いますので、

ぜひ、その辺を広げてくださるようにお

願いいたします。

　図書館は本当に大きな字のコーナーも

ありますよね。大きな字の絵本のコーナー

も。だから高齢者の方も、もしかしたら

情報不足で、図書館に行っても字がもう

読まれへんわ、小さくてと思っておられ

る方にも大きな字で読みやすい本があり

ますので、ぜひ広めてください。

　それから、スポーツ教室の振興事業に

ついて、新たに健康体操教室を開設され

たということですので、また、これは１

年間取り組まれて、どのような参加が多

かったか、皆さんの新たな事業ですから、

声をまたお聞きできたらいいかと思いま

すので、たくさんの方が参加されるよう
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によろしくお願いいたします。

　それから、総合型クラブの支援事業に

ついてわかりました。ありがとうござい

ます。

　待機児童の件でちょっと重ねてなんで

すが、待機児童の件についてお答えいた

だいたのでわかりましたが、今後、就学

前の子どもたちが学校に通うようになっ

たときに、具体的に教室の心配とかいろ

いろあるかと思いますので、その辺の児

童数、今後、増えていく数とか、その辺

がタワーマンションとか入居される方の

数とかまだわからない、未定の中でなか

なかお答えは大変かと思いますが、子ど

もたちが安心して、次の学校につながる

ような仮の宿というんですか、そのあた

りも小学校に行ったらという形で、環境

についてお答えください。

○嶋野浩一朗委員長　東委員、１点確認

なんですけれども、学級図書の充実とい

うところで、小学校、中学校、図書室の

図書購入だけではなくて、学級図書の充

実のことについて予算計上をしてくれと

いう話であれば岩見課長になるんですよ。

それ以外に、学級図書の充実の取り組み

はどうするんですかということになると

学校教育課になると思います。どちらの

趣旨ですか。

○東久美子委員　岩見課長。

○嶋野浩一朗委員長　予算計上の話です

ね。わかりました。

　それでは、２回目答弁をお願いいたし

ます。

　岩見課長からお願いいたします。

○岩見総務課長　それでは、学級文庫、

学級図書ということでのご質問にお答え

させていただきます。

　現在まで我々学校の図書室での備品購

入ということで予算の要求させていただ

いておりました。各学級に置いておられ

ます図書等につきましては、備品購入と

して、現在までは予算要求をしておりま

せんでしたが、各学校のほうで、学校に

も差があると思いますけれども、消耗品

での購入という部分もあろうかと思いま

すので、その点につきましては学校のほ

うで消耗品費で購入していただくか、備

品というよりも消耗品的な図書になるか

もわかりませんけども、そういったこと

でご理解願いたいというふうに思います。

○嶋野浩一朗委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　幼稚園の図書購

入費に関する経費でございますけれども、

現在、消耗品費の中で執行しております。

これは幼稚園の裁量によりまして、ほか

の消耗品とあわせて柔軟に対応するため

の予算組みをしておるわけでございます。

　ただ、教育委員会の中の幼稚園施設で

ございますので、他課と同様の予算執行

の組み方につきましても必要な部分もご

ざいますので、平成２６年度につきまし

ては消耗品費の中でございますけれども、

平成２７年度の予算執行につきましては

財政課、関係各課と調整しながら予算化

していきたいと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　学童保育の指導

員の配置の件についてご答弁申し上げま

す。

　東委員ご質問のとおり、支援を要する

児童の保育に当たっては、学校教育課の

支援担当との連携は不可欠であるという

ことは認識しておりまして、これまでか

ら連携を密に努めているところでござい

ます。

　ただ、先ほどもご説明いたしましたよ

うに、学校と学童とでは目的や環境も異

なるため、配置の仕方が若干異なる部分

も生じているというふうに考えておりま

す。学童は生活の場として放課後の保育
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を行っているため、より家庭に近い環境

を心がけております。このため、教室で

我慢していたようなストレスを学童で発

散させるようなことも過去にはあったと

いうふうに聞いておりまして、そのよう

な場合に児童に加配の指導員を配置して

きたというような事例がございました。

　今後とも十分に連携をとりながら、安

全な保育ができるように指導員の配置に

努めてまいりたいと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　岡部課長。

○岡部学校教育課長　障害児等支援員の

配置についてでございますけれども、学

校教育課といたしましてはまず、新１年

生の入学に際しまして、大阪府に対して

支援学級の適正な設置ということを、丁

寧に求めているところでございます。そ

して、その後、個別に支援が必要である

児童生徒につきましては、今年度、平成

２６年度は専門的知識を持った方が集ま

るところでしっかりと情報等を提供しな

がら論議し、必要な適正配置を行って、

学校同士でというような形にならないよ

うにと思っております。

　また、平成２５年度につきましては、

他市からの急な転入がございましたけれ

ども、その方につきましては障害児等支

援員の配置というのを年度途中でござい

ましたが行うことができたことを申し添

えさせていただきたいと思います。

　続きまして、入場料につきましてでご

ざいますが、確かに１校当たり６，００

０円という金額にはなるのではございま

すけれども、若干学校によって行くとこ

ろとか、回数とかが異なっておりまして、

平成２５年度の段階で、学校のほうから

情報提供をいただいた資料をもとに平成

２６年度の予算を計上するときに、この

ような形でいけるのではないかというふ

うには考え、平成２５年度に学校からの

いただいた情報等をもとにこのような額

を設定させていただいたということでご

ざいます。

○嶋野浩一朗委員長　待機児童がありま

したか。木下課長。

○木下子育て支援課長　待機児童に関し

ての２回目のご質問で、今後の摂津小学

校の児童数ということで、ご答弁を申し

上げます。

　摂津小学校の児童数につきましては、

２月１日現在で６５１名の在籍児童となっ

ておりまして、各学年の平均では１０８

名という状況でございます。一方、住民

基本台帳における学年別の児童人口を見

ますと、３月１日時点での摂津小学校区

の新１年生の児童数、現在の年長児にな

りますけれども、１１３名ということで、

この平均よりも上回っている状況でござ

います。東委員ご指摘のとおり、就学前

の児童数が増えていることから、タワー

マンションを含めた今後の影響につきま

しては、不確定な要素がありますけれど

も、低年齢児を中心にして増加してくる

ものというふうに考えておりまして、こ

の影響も含めて、児童数の推移の把握に

努め、今後の教育環境の十分な環境の整

備のほうに努めてまいりたいと思ってお

ります。

○嶋野浩一朗委員長　東委員。

○東久美子委員　それでは、お答えいた

だいたことで重ねてというようなことに

なりますが、入場料のことですが、これ

はもう本当に申しわけないんですが、私

のほうはどう考えても少ないと思います

ので、具体的な調査なりされて、アンケー

トをとられてこれだとおっしゃっている

んですけれども、どこに行っているのか

含めてきちんとしたものをまた示してい

ただけたらということで、これはお願い

に変えておきますが、よろしくお願いし
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ます。

　それから、図書費の件です。図書費の

件について、幼稚園の項目を相談してと

いうことは了解いたしました。岩見課長

からお答えをいただいた図書費の学級図

書の件なんですが、これは本当に図書が

大事だ、学力向上のために図書を読書と

言いながらという部分がございまして、

消耗品でということであれば、消耗品費

が十分ではないと思っているところが私

はあります。その中で、なおかつ学級文

庫にまわすというのではなく、図書は本

当に大事だという捉えで、増額の方向に

向けてまた、これはもう要望で結構です

から、今年度、学級図書の整い具合など、

消耗品の中で買えるのかなど検討して、

また、次年度につなげていただけたらと

思っておりますので、これは私は消耗品

からということではないです。というこ

とでよろしくお願いいたします。

　それでは、私のほうで最後に待機児童

の件でお答えいただいたので、新しい摂

津の駅前に２つの大きなマンションが建っ

て、若い方が入居されて、摂津のまちが

活気づくと本当に期待しております。私

も昼、動ける時間帯が随分増えましたの

で、摂津市内をどんな様子かなと思って

まちの様子を見ていると、ある公園でお

父さん２組が、お母さんはおりませんで

した、男の方、多分お父さんと思われま

すが２組がたまたま公園で小さな子ども

を遊ばせておられたんです。そういうふ

うに若い世代の方が来られて、積極的に

子育てをされているんやなと。お母さん

もお父さんも男女で協力し合って新しい

形の子育てが始まったと受けとめている

んです。本当に保護者は学校への信頼と

期待が基本厚いと思いますので、今、お

答えくださった摂津の小学校の環境づく

りについてのお答えと思いますので、保

護者の不安がないようにまた進めていた

だきたい。待機児童解消、それから、き

ちんとした学校教育が行われるような環

境ということでお願いしておきます。

○嶋野浩一朗委員長　暫時休憩いたしま

す。

（午前１１時４８分　休憩）

（午後　０時４３分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　東委員。

○東久美子委員　先ほどお答えいただい

た支援、学童のほうの支援員の件ですが、

お答えの中で学童のほうに支援の方をつ

けている理由として、教室で、学校のほ

うでストレスがたまることがあると。そ

のストレスを生活の場である学童のほう

で発散させる、そういうふうな役割も含

めて学童のほうは学校とは違う基準で支

援員の方を配置されているというふうな

お答えだったと思うんです。そのことに

ついて、私は学校のほうで子どもたちが

落ちついて教室で学習できるように、そ

ういうふうな意味も含めて、支援員の方

が配置されていると思っておりますので、

もう一度、重ねてこの部分、配置につい

てお答えをお願いいたします。

○嶋野浩一朗委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　学童保育の支援

を要する子どもへの指導員の配置につい

てご答弁申し上げます。

　先ほどの私のほうの趣旨が十分、表現

できていなかった部分があったと思いま

すので、それについてはおわび申し上げ

ます。

　学童保育につきましては、異なる学年

の子ども、また、異なるクラスの子ども

がおられる中で、学校とは異なる環境の

中で生活をしておられます。また、自由

遊びの場面などもたくさんあることから、

学校とは異なる集団生活を送っていると
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いうふうに認識しております。学童保育

の生活を行う中で、学校とはまた別に安

全を確保するべき状況というのが児童に

よっては生まれてくるというふうに考え

ております。その中で学童保育室では、

学校のほうでは配置しておられなくても、

指導員を配置するといった場面が出てく

ると認識しております。そういう趣旨で

ございますのでご理解のほどよろしくお

願いいたします。

○嶋野浩一朗委員長　東委員。

○東久美子委員　今の件につきましては、

私は学童のほうが加配がついているとい

うことは子どもにとって大変よいと思っ

ておりますので、同じように学校での学

習の時間も長いですから、手厚く子ども

に寄り添った支援の形をお願いしますと

いうことですのでよろしくお願いいたし

ます。

○嶋野浩一朗委員長　ほかございますで

しょうか。

　安藤委員。

○安藤薫委員　それでは、主に予算概要

を見ながら質問させていただきます。

　最初に５０ページにございます民間保

育所施設整備補助事業でございます。先

ほども少しご答弁ございましたが、今年

度、摂津鳥飼さつき園や南千里丘などの

民間の保育所の施設整備に補助金を充て

るということでございます。お聞きした

いことは、１つは南千里丘のマンション

ルームの建物の２階部分に民間の保育所

がオープンしていると。そこの施設整備

の補助金が出るわけですけども、モデル

ルームの改修の今後のスケジュール、そ

れから、改修工事や完成、それから、園

児の募集、それから、オープンに向けた

スケジュールはどのようになっているの

かお聞きします。

　それから、あわせまして、建物の３階

部分には商工会の事務所が設置されると

いうことであります。１つの建物、１階

が駐車場となっていて、近隣は商業施設

もあります。園庭のない民間の保育所と

いう形になりますが、その辺の建物の共

有部分であるとか、それからエントラン

スの部分は１階になるかと思いますけど

も、そこの共有部分やエントランスの部

分の改修であるとか、園児の安全を図る

上での整備等についてどのようにされる

のかお聞かせいただきたい。安全対策に

ついてもどのように配慮されるのか、民

間の保育士との連携の中でやられるかと

思いますが、費用の分担ということも含

めて、民間の保育所に持っていただくの

か、摂津市がきちんとした形でお渡しす

るのか、その点を１つ目お聞きします。

　それから、同じく施設整備で今年度、

鳥飼さつき園、摂津さつき保育園、２つ

の民間保育所が建て替えを行われるとい

うことで、それぞれ１０名ずつの定員が

ふやされるということですので、地元の

認可保育所の定員をふやしていただいて、

摂津の待機児童解消に向けて貢献してい

ただけるということは本当にありがたい

ことだなというふうに思うわけですけど

も、建て替え時の園舎の仮園舎が、例え

ば、摂津のさつき園におきましては、旧

市営鯵生野の住宅の跡地のほうに仮園舎

を建てられると。それから、鳥飼のほう

につきましては、鳥飼野々の旧市営住宅

の跡地に仮園舎として建てられるという

ようなことをお聞きしております。旧市

営住宅の跡地については別府も、鳥飼野々

も市民の活動を支えるコミュニティプラ

ザであるとか、いろいろな跡地活用とい

う点では非常に注目されているところで

もありますので、仮園舎となった経過を

この際教えていただきたい。

　それから、地元への説明がどのように
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されているのか。

　あわせて、保育園でございますので、

朝夕の送迎のバスであるとか、お迎えの

車が非常に保育園の周りに多く来るんで

す。地域は小学校も近いですし、路地も

狭いですので、小さいお子さんや保護者

の方、また、近隣の小学生や高齢者の方々

もいらっしゃって、非常に安全に配慮し

なければいけないというところでもあり

ますので、その点についてのお考えをお

聞かせいただきたいというふうに思いま

す。

　次に、同じく５０ページの保育所の入

所承諾事業であります。

　先ほどもお話がありましたが、今回、

１４０名の定員増というふうになるとい

うふうにお聞きしております。東委員の

質問の中にもありましたけども、待機児

童の解消というのは非常に大きな問題に

なっている中で、認可保育所が１４０名

定員増していただくと、これは繰り返し

になりますけども、大変ありがたいこと

だなというふうに思っています。同時に

２月１日現在の摂津市の保育所の待機児

童を見てみますと、旧定義で２１１名に

なっておりました。第１希望を待ってお

られる方などを除いた新定義と言われて

いる定義の仕方でも１５１名の方が待機

児童というふうな形になっております。

　新年度の新規募集、受付状況、それか

ら、決定状況については、先ほどもご答

弁がありましたので、まだ確定されてい

ないということではありますが、この１

４０名の定員増によって待機児童がどの

くらい解消できると見込んでおられるの

か、お聞かせいただきたいと思います。

　あわせて、新年度の入所申し込みと、

先ほど保留数というお話がありましたけ

ども、摂津市の待機児童の特徴、これは

摂津市だけではないかもしれませんが、

特徴として挙げられるのは、１つは０歳、

１歳、２歳の低年齢児の待機児童が非常

に多いということ、そして、もう１つは

南千里丘開発などの影響を受けて、安威

川以北の保育所の待機児が集中している

という点であります。こういった安威川

以北、安威川以南で、また年齢別で現状、

新年度からどのくらいのお子さんが決まっ

ていて、どのくらいの方がまだ決まって

おられないのか、できる範囲で結構です

ので教えていただきたいと思います。

　続いて、同じく入所承諾事業の中です

けども、保育士等処遇改善臨時特例事業

補助金３，４１７万８，０００円が予算

計上されております。昨年の１０月の補

正の第３号でも２，８１７万１，０００

円、この保育士等処遇改善臨時特例補助

金というのが計上されておりますが、保

育士の待遇もよくするためのものだとい

うふうに思うわけですけども、この点の

内容と、そしてどのように活用されてい

るのか、あわせて目的も含めて教えてい

ただきたいと思います。

　３つ目にいきます。子ども・子育て支

援事業についてであります。

　これは代表質問でも我が党の野口議員

が聞きました。来年の４月本格実施に向

けて昨年度からニーズ調査であるとか、

それから、子ども・子育て会議の条例が

提案されるなど、いろいろな動きが、取

り組みが進められていると認識してます。

今年度はニーズ調査を受けて、分析をし

て、摂津市の子ども・子育て事業計画を

つくったり、また、必要な条例を策定し

ていくというような作業が行われていく

というふうに思っております。この子ど

も・子育て支援事業というのは前身の計

画は次世代育成支援行動計画だと思いま

すが、大きくその内容は異なってきてい

るというふうに思いますが、次世代育成
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支援行動計画のメンバーと、それから、

子ども・子育て会議のメンバーもかなり

重複していて、内容においても就学前の

お子さんたちを含めて子どもたちの子育

て、教育について大きな方針を立てると

言う点で非常に関連のあるものだと思い

ます。その違いについてどのように認識

されておられるのかお聞かせください。

　それから、ニーズ調査が１２月に回収

されて、今、分析等をされておられるの

かと。今月の子ども・子育て会議等でも

報告をされていく段取りになっているの

かなというふうに思いますけども、この

ニーズ調査の結果をどのように活用して

いくのか、そして、施行に向けてのスケ

ジュール、摂津市としてこの事業計画の

中で決めていくべきものについてどんな

ものがあるのかお聞かせいただきたいと

思います。

　次に５４ページです。地域子育て支援

運営事業です。これは主要事業表にも説

明がありまして、つどいの広場の拠点を

正雀愛育園に新たに設置すると。それか

ら、とりかいひがし保育園でも週３回か

ら５回に回数を増やすということと、あ

わせまして、摂津市役所の中でせっつ子

育て応援広場というものの回数を増やし

ていくということであります。大変、基

本的な質問で恐縮ですが、摂津市内で、

摂津市役所内で行われているせっつ子育

て応援広場についての中身とその回数、

どんなような形で増やしていくのか、そ

の事業の制度の中身についてもお聞かせ

いただきたいと思います。

　次に、私立高等学校等学習支援金支給

事業についてお聞きいたします。

　これは平成２４年からスタートした返

済不要の給付型の支援金の事業です。そ

のときには貸付金の制度が廃止されて、

そのかわりに返済不要の給付金事業とし

て始まったものです。平成２４年の初年

度は当初予算で１６８万円でした。しか

し、決算では３０３万４，５００円の給

付金が支出されたと計上されています。

昨年度は当初予算で７５６万円、今年は

８７１万４，０００円計上されていると

ころであります。初年度は１学年、２年

目は２学年、そして、３年目の今年は３

学年、私立高校に通う高校生に対して出

されるものです。３学年ということであ

りますが、昨年度、２学年の７５６万円

に対して、３学年で８７１万４，０００

円と少し伸びが少ないように思いますけ

ども、その辺の予算の計上の根拠をお示

しいただきたいと思います。

　それから、関連して、高校授業料の無

償化が大きく制度が変えられて、所得制

限付の支援金制度に国の制度が変わって

きたことを受けて、従来であれば授業料

の徴収がなかったものが、大阪府でも授

業料が所得制限にひっかかって免除を受

けられない方が出てくるかというふうに

思うわけですけども、先の国会でこういっ

た方々にも一旦、学校によっては全額一

時的に授業料を納めていただいて、その

後、支援金を受給した保護者から戻しを

すると。ですから、保護者の方が一旦立

てかえて学校に払うというようなことが

起きるのではないかという心配がありま

す。先の国会で免除にならない、所得制

限で高校授業料無償化の制度が受けられ

る人にとっては、無償化の支援金と授業

料を相殺できるようにして、一時的でも

そういった負担が起きないようにしてほ

しいという要望の国会質問がありました。

文部科学省のほうもそれを受けて、各学

校にそういうことがないように協力を求

めていくというような答弁がありました。

　摂津市でも高校進学等の進路相談事業

というのをやっておられるかと思います。
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この支援金だけでなく、育英会などの奨

学金とか、そういったものもいろいろ情

報を提供されておると思うんですけども、

今年進学する人たち、もしくはこの制度

を受けておられる方々に一時的な負担が

起きないような形で努力をしていただき

たいというふうに思うんですけども、そ

の点のお考えをお聞かせいただきたいと

思います。

　続いて、１０４ページのいじめ防止対

策推進事業です。

　今回の予算計上では対策委員会の委員

報酬として２１万円が計上されているわ

けですが、今年度、摂津市のいじめ防止

対策基本方針をつくっていく作業や対策

協議会の設置であるとか、条例の設置で

あるとか、各学校での方針を決めていく

というような作業が行われていくという

ように思います。先の文教常任委員協議

会でも教育長から考え方を一定お話をい

ただいておりますが、国の基本方針でも

いじめが起きた場合、その被害者は徹底

的に守り通すんだというのが大前提、同

時にいじめの加害者に対しても厳罰化を

最優先にするのではなくて、人格の完成

を目的とした指導をしっかりやっていく

んだというような方針が出されておりま

す。今、摂津市のいじめ防止対策基本方

針がパブリックコメントで、摂津市民の

意見募集ということで、出されていると

ころでありますが、その中身を見ても非

常に子どもたちの人格形成に向けて、い

じめられた子もいじめた子もしっかりと

指導していくんだというような意思を感

じ取られるわけですけども、改めてその

点のお考えをお聞かせいただきたい。

　あわせて、このいじめ防止対策推進事

業において今年度行っていくさまざまな

事業についてのスケジュールをお聞かせ

いただきたいと思います。

　それと、いじめの防止については、ス

クールソーシャルワーカーの回数を増や

されたりとか、これまで非暴力アクショ

ンワークショップというような取り組み

がなされてきたわけで、ファシリテーター

の養成も行う努力もしてこられたという

ふうに認識しているわけですけども、そ

ういった事業との関係はどうなのか。今

後の取り組みについてもあわせて聞かせ

ていただきたいというように思います。

　続いて、１０６ページになります学力

定着度調査事業についてであります。

　これは小学校２年生の児童を対象にし

たつまずきを発見するためのシュアスター

トという名前のテストだというようなご

説明をこの間いただいてまいりました。

この実施の時期、それから、目的、実施

方法について改めてお聞かせいただきた

いと思います。

　それから、小学校２年生のシュアスター

トのテストについては既に何回か行われ

てきたかと思いますが、この間行われて

きたテストの効果というようなものがど

のような形であらわれているのか、あわ

せて、小学校２年生の子たちに行うテス

トとして子どもたちにこのテストが負担

になっているような現状はないのか、お

聞かせいただきたいと思います。

　学力定着度テストに関連いたしまして、

全国学力テストの参加についてもお聞か

せいただきたいと思います。

　今年の全国学力テストは抽出方式では

なくて悉皆調査という形になると思いま

す。これまで何度もこの学力テストにつ

いては論議をしてまいりましたが、今年

度の全国学力テストの実施時期、それか

ら、採点、そして、学校や当事者、子ど

もたちへの答案用紙の返還、結果の分析、

公表に至るまでのスケジュールについて

お聞かせいただきたいと思います。同時
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に、この学力テストに参加されるのかど

うかについてもあわせてお聞きいたしま

す。

　続いて、先ほどもご質問がありました

１０６ページ、学習サポーター派遣事業、

それから、１０８ページにあります学力

向上支援事業についてお聞かせをいただ

きたいと思います。学習サポーターの中

身につきましては、先ほどのご答弁でよ

くわかりました。私がお聞きしたいのは、

今回、新規事業として、全中学校に対し

て教員資格を持っている方が学習サポー

ターとして入ってもらって、摂津の中学

生の学力向上に力を借りたいと、貸して

いただきたいという中身だと思います。

１６０ページの学習サポーターは従来の

学習サポーターであって、１０８ページ

の学力向上支援事業については新規事業

ということでありますが、昨年度の学習

サポーターの予算は４４６万円でありま

したが、ことし、新規事業で行っている

学力向上支援の２４２万９，０００円と

あわせて、従来の学習サポーターの予算

１８８万１，０００円、あわせましたら、

去年よりも予算が小さくなってしまって

いるということで、せっかく新しい事業

をやりながら、今まで大変効果があると

言われている学習サポーター派遣事業に

ついて後退してしまっているんではない

かなというふうに危惧するわけですけど

も、その点のお考えをお聞かせください。

　次に、学校の施設運営事業の中であり

ます。これも代表質問で各議員が取り上

げておられましたが、学校の施設の改善

という一環としてトイレの洋式化が今回、

行われるということであります。いろい

ろとご答弁いただいているかと思います

が、改めまして、今年対象となる学校と、

その数についてお聞かせください。それ

から、今後の予定についても現状の考え

をお聞かせいただきたいと思います。

　それから、１１０ページ、小学校施設

改修事業で３，１２９万６，０００円の

予算が計上されています。昨年度５００

万円の予算でありましたが、約６倍ほど

が予算計上をされております。この間、

学校施設を初め、公共施設の老朽化対策

問題、いろいろご苦労していただいて取

り組んできていただいたかと思いますが、

今回の施設改修事業約３，１００万円ほ

どの予算を組まれていますが、その内容

についてお聞かせください。あわせて、

この間の学校施設の老朽化校舎の対策に

ついて、進捗度合いについてもお聞かせ

いただけたらと思います。

　次に、就学援助金のことについて質問

をさせていただきます。就学援助金の予

算計上額を見ますと、小学校、中学校を

合わせますと１６３万７，０００円ほど

減少しています。医療費助成は小学校で

１９万２，０００円減っていますが、中

学校では２０万５，０００円ふえている

と。非常に微減微増というような状況で

はあります。同時に小学校給食費援助費

については４７８万９，０００円増額と

なっておりますが、この点の根拠につい

てお聞かせいただきたいと思います。

　それと、就学援助金の中での医療費助

成は、学校指定病という指定された病気

について医療券を発行して、自己負担な

しに治療することができるという制度で

もあるわけであります。その医療券が適

用される学校指定病と、それから、就学

援助金の中での医療券の持つ意義につい

てお聞かせいただきたい。

　同時に、この医療券の中でも虫歯の治

療というのがかなりの割合を占めている

かと思いますが、その虫歯治療について

の実態もお聞かせいただけたらと思いま

す。
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　次に、１１２ページにいきます。小学

校給食事業についてお聞きいたします。

１０校ある中の３校について調理業務の

民間委託が行われてきましたが、今年度、

新たに摂津小学校でも調理業務の民間委

託が行われるということであります。民

間委託を進めていく理由の１つとして、

経費の削減というものが１つとしてあげ

られております。サービスの内容を落と

さずに経費を削減するんだということで

あります。今回、新たに摂津小学校で調

理業務の民間委託が行われるわけですが、

当然、調理業務委託料は昨年の６，００

０万円から８，２３７万７，０００円計

上と、２，２３７万７，０００円増えて

います。これは１つの学校、民間委託が

増えるわけですから、当然といえば当然

であります。同時に民間委託を導入する

ことによって調理のパートさんの賃金は

下がっていきます。４０８万８，０００

円減少しています。今回の摂津小学校の

民間委託を進めていくきっかけとなった

のは、正規の調理員お一人が退職される

こと、そして３名の方が任用替えによっ

て調理員の仕事をやめられるということ

であります。人件費からすれば、３名の

方は摂津市に残られるわけですので、退

職者お一人の方の人件費が削減されると

いうことになるわけです。民間委託で学

校給食において経済的な効果ということ

を聞くこと自体、私は非常に抵抗があり

ますけども、民間委託を進めていく１つ

の理由となっている経費の削減というこ

とでありますので、今回の摂津小学校の

民間委託導入において、単年度でありま

すけども、どのような効果を見込んでお

られるのかお聞かせください。

　それから、既に摂津小学校の受託され

る業者さんはプロポーザル方式によって

決定されて、インターネットホームペー

ジ上でも公表されておられます。その契

約先と選定過程や選定理由についてお聞

かせいただきたいと思います。

　次に、同じく小学校の給食について、

今回、給食費が月額５００円値上げとな

ります。予算を見てちょっとわからない

ので素朴な質問なんですけども、賄材料

費と保護者の方から徴収する給食費とい

うのは論理上イコールになるわけで、予

算上も同額になっております。賄材料費

は昨年と比べると１，７８６万９，００

０円増額しています。これは私、逆算し

ていきますと、月額５００円アップが反

映し切れていないのではないかなと思う

わけです。月額５００円アップというこ

とになれば、１１か月給食があります。

１年生を除いて１１か月あります。摂津

の小学生の数は４，５００人ほどだった

と思うんです。それを単純に掛けていき

ますと、増額は１，７８６万９，０００

円ではなくて、２，５００万円ぐらいに

なるんです。そんなに上げなくていいの

ではないかと、賄材料費から見ると。５

００円の値上げの根拠そのものはひょっ

としたら崩れていくんではないかなとい

うふうな思いもするんですけど、それは

計算方法いろいろあると思いますので、

その点、私の認識についてどうなのかちょっ

とお聞かせいただきたいというふうに思

います。

　次に、中学校給食導入事業についてお

聞きいたします。中学校給食は一昨年か

ら導入の検討が始まって、どんな方式に

していくのかと、市民の皆さんも非常に

関心を持って見守ったり、自校調理の全

員給食をという署名運動なども展開され

てきたところであります。昨年度、中学

校給食の方法をデリバリー方式の選択制

ということで決定されて、中学校給食デ

リバリー方式選択制の検討委員会が開か
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れて、来年のスタートに向けていろいろ

非常に細部にわたって、あわせて子ども

たちに本当に安全なものを食べてもらい

たいという本当に真摯な議論が行われて

いるというふうに私は認識しています。

　昨日、この検討委員会で大体議論の中

身も終了したというふうに思います。何

回か傍聴に行かせていただきましたけど

も、いろいろな立場から真面目な議論を

されていたなというのが私の感想であり

ます。デリバリー選択制というもう方式

が確定している中での議論ということで、

見ていたら歯がゆい思いをしながら傍聴

していたわけですけども、少なくともデ

リバリー方式選択制を実施するに当たっ

ても、これまで自校調理全員給食をとい

う願いをあげてきた保護者の皆さんの思

いをどのくらい酌みとれるのか。または

中学校給食検討委員会の保護者代表の方々

が少なくともこれはやってほしい、アレ

ルギーの対応であるとか、温かい給食に

してほしいとか、それから、安全性は給

食ですからもう最大限担保してください、

そして、教育委員会自らがおっしゃって

いた中学校給食導入の目的、１番はもう

弁当を持ってこれない多くの子どもたち

に安全で栄養バランスのとれた給食を食

べてもらいたい、そういった目的があり

ます。喫食率は３０％だというような目

標を立てておられるわけですけども、検

討委員会の中でこうしたこれまでの経過

に沿って問題点、課題についてどのくら

い克服できるのか、しようとしているの

か、または先送りになる分についてはど

ういう議論を持って、また段階を踏んで

それを克服していこうとしているのかに

ついてお聞かせいただきたいというふう

に思います。

　次に、公民館のことについてお聞きし

ます。公民館施設改修事業として１，６

４５万２，０００円の計上です。千里丘

公民館の耐震工事とエレベーター設置、

新鳥飼公民館、鳥飼東公民館でもロビー

にエアコンが設置されたり、電動カーテ

ンなど、地域の方々の生涯学習、地域で

の生涯学習の拠点としての環境整備に図

られるという点の事業だと思います。改

めまして、摂津市内の公民館の耐震化、

今回千里丘公民館で耐震工事が行われま

すが、耐震化の状況についてお聞かせく

ださい。

　それから、エレベーターの設置、今度、

千里丘公民館でも行われますが、エレベー

ターの設置の状況、あわせて学校でトイ

レの洋式化が始まりますが、公民館は高

齢者の方もお使いになられる施設であり

ます。公民館のトイレの洋式化について、

施設改修に絡めてちょっとお聞かせいた

だきたい。あわせて今後の方針について

も教えてください。

　次に、図書館について２つお聞きいた

します。今回は市民図書館の蔵書を増や

そうということで書架の増設が図られま

す。書架増設による期待される効果、ど

んなことを期待してこの事業が行われる

のか。それから、書架の増設とあわせて、

休憩スペースを設けられるというご説明

をいただいておりますが、その休憩スペー

スをどのように運用するのか。同時に、

その工事中、図書館利用者への影響はど

うなるのかお聞かせください。

　それから、鳥飼図書センターでは外壁

改修工事が行われますが、工事の時期、

利用者への影響、そして、鳥飼図書セン

ターでの蔵書をふやすための取り組みや、

休憩スペース等の検討はなされるのかど

うかもお聞かせください。

　１３０ページの、これも東委員がお聞

きになられていましたが、総合型クラブ

支援事業についてお聞かせいただきたい
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と思います。

　今回、総合型クラブ支援事業という形

でありますが、管理していただくところ

というのは旧三宅スポーツセンター、旧

味舌スポーツセンターであります。この

管理を委託するという一番の目的は総合

型クラブへの支援なのか、それとも、多

くの皆さんがその施設をきちんと活用で

きるようにということで、委託管理をお

願いすることにあるのか、ちょっとその

辺をお聞かせいただきたいというふうに

思います。

　それと、両旧スポーツセンターはそれ

ぞれ今年度、そして新年度、耐震補強工

事等が行われ、その後旧三宅スポーツセ

ンターではお隣の子育て支援センターの

附属施設として、旧味舌スポーツセンター

については多目的室として新たに条例化

していく中身になっていると思いますが、

３月までの内規についてはどのように運

用していくのかということについては既

に以前お示しをいただいているわけなん

ですけども、４月以降について、旧スポー

ツセンターを耐震補強工事もあったりす

るわけですし、どのようになされていこ

うとしているのか、管理運用の要綱であ

るとか、どのようにされるのか、ちょっ

とその辺を教えていただきたい。そして、

管理施設の範囲、それぞれの施設には大

きな旧体育館があり、旧グラウンドがあ

り、そして旧校舎があります。耐震補強

もされている校舎が残っていますが、そ

の管理の範囲についてお聞かせいただき

たいと思います。

　次に、温水プール、体育施設等の指定

管理についてちょっとお聞かせいただき

たい。指定管理については、昨年の第３

回定例会でもいろいろ議論させていただ

きました。大切なことというのはやはり

指定管理者の運用に対して、客観性、透

明性が図られている、市民サービスの向

上にちゃんとつながっているんだという

ところを市民の目で、行政の目でチェッ

クし、モニタリングをして、多くの皆さ

んに知っていただいて、よりよい運用管

理をしていただくということが大事だと

いうふうに思います。この温水プール、

それから体育施設、体育施設については

今回、初めて摂津市シルバー人材センター

が指定管理者となっていますので、今後

のモニタリングの、今年の初年度ですか

ら大切だと思いますが、モニタリング評

価であるとか、その結果の公表であると

か、その点どのように進めていこうとさ

れているのかについてちょっとお聞かせ

いただきたいと思います。

　それから、テニスコートの改修につい

てです。今年度の予算で、柳田のテニス

コート、それから、くすの木テニスコー

トも全面的に改修をしていただくという

ことであります。当初、お知らせをいた

だいているのは、柳田のテニスコートに

ついては２月１日から２月２８日までの

工事期間ということで休場します。くす

の木のテニスコートは３月１日から３月

３１日までの工事でありますということ

でありますが、オープンについては予定

どおりそれぞれできるのか、その進捗状

況をお聞かせいただきたいのと、それか

ら、補正予算で改修工事管理委託料と、

改修工事実施設計の予算がともに当初予

算の金額そのまま減額となっていまして、

工事額だけが残っているんですけども、

この管理委託料や実施設計の予算につい

てはどうなるのか。減額されていますか

ら、この分についてはかからなかったと

いうことなのか、その点をちょっとお聞

かせいただきたいと思います。

　それから、これも代表質問等でもうお

聞かせいただきましたし、この間、予算

－31－



や決算でも質問してまいりましたが、学

校現場での教職員の退職者が非常にふえ

ていることとあわせて、配置が非常に難

しくなっている。欠員補充が困難になっ

ている状況がここ数年続いております。

定年退職の方が非常に増えていることと、

辞められる方に応じた採用枠が設けられ

ていないということであったり、定数内

講師でもいいよというそれぞれの大阪府

の教育委員会の方針であったり、それか

ら大阪府はとりわけ採用試験に募集して

くる人が少なくて、競争率が低くて、そ

の一定の能力を維持できることにも不安

の声を上げる、そんな報道も出されてい

る中で、それでもやっぱり子どもたちに

教育をしっかり提供していかなければい

けない。穴をあけることは絶対に許され

ないことであって、ご努力いただいてい

ることは重々承知の上でお聞きしますが、

新年度の退職者や、それから欠員がどの

くらいあるのか、また欠員を埋められる

めどがついているのか。埋まらないとき

の対応策などについてどう考えているの

かについてお聞かせいただきたいと思い

ます。

　長々やっておりますが、あと１つ、最

後お聞きいたします。

　委員長、所管では、予算の中ではちょっ

と文教常任委員会の中には含まれており

ませんが、昨日、建設常任委員会でＰＣ

Ｂの廃棄物の保管の問題が取り上げられ

ていました。非常に毒性の強いもので、

トランスとかコンデンサーとかいうもの

について、勝手にほかしたらだめだよと

いうものだというふうに聞いております。

　摂津市でも今回、建設常任委員会で取

り上げられていたのは、南千里丘開発の

中で福祉会館にそのＰＣＢ廃棄物が保管

されていました。その保管されているＰ

ＣＢを今回、処理をするために６５０万

円の計上がされております。かつての議

事録を見てみますと、平成１３年の文教

常任委員会で、学校施設にもそういった

ＰＣＢのものがかなり使われていた。蛍

光灯の安定器なんだそうなんですけども、

それが別府小学校と第二中学校に保管さ

れているという答弁があります。毒性の

強いものですから、当然密閉をされて、

きちんと保管されて、１年に１回、必ず

大阪府の所管の部署に報告をする義務な

どもあって、勝手に動かしちゃいけない

というものだそうであります。

　今回、福祉会館のＰＣＢの廃棄物を処

理するに当たって、学校施設で保管され

ているそういった危険物についても、一

緒に処理することはできないんやろうか

ということなんです。子どもたちが日々

通っている学校でありますし、どのよう

にそれが子どもたちの学校生活に影響を

及ぼさないとも限らないので、一日も早

く処理をしていただくのは大事なことだ

と思いますけども、その点についてのご

見解をお聞かせいただきたいと思います。

　１回目、終わります。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、最後の

質問はＰＣＢ廃棄物の現在の保管状況と

今後の処理の方向性についてお聞かせい

ただきたいと思います。

　それでは、答弁をお願いいたします。

　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、子育

て支援課に係りますご質問にご答弁を申

し上げます。

　まず、南千里丘のモデルルーム跡の保

育所改修の件でございます。

　この保育所につきましては、現在、実

施設計が完了し、法人で施工業者を決定

されている状況でございます。

　定員９０名ということで整備をされる

ということで予定をしておられまして、
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２階部分７４７．１平方メートルを法人

で改修工事を実施される予定となってお

ります。４月からの工事を予定しており

まして、現在、法人で、施工業者から工

程表の提出を求めているということでお

聞きしております。

　募集時期、それからオープンの時期等

につきましては、工程表が出てきた中で、

市と法人とで協議をしてまいりたいと考

えております。

　それから、商工会も入る中での複合施

設ということでのご質問でございました

けれども、園児の安全対策といたしまし

ては、自由に出入りできるような状況に

はしないような形で、２階部分につきま

してはオートロックを設けるなど、安全

対策について法人と進めていきたいとい

うふうに思っております。

　また、環境の中で園庭の問題につきま

してでございますけれども、法人からの

提案といたしまして、建物敷地内、現在、

コインパーキングを設置しておりますけ

れども、この駐車場部分の上に屋根のよ

うな形でテラスデッキを設けていただき

まして、２階の保育所部分から出入りで

きる園庭としたいということで申し出を

受けております。

　面積につきましては、４００平方メー

トルを超えるものを予定されておりまし

て、保育所の基準をクリアできるものと

なっております。

　防水をした上で土も入れて、植栽や簡

単な遊具、組立式のプールなども設置を

して、周囲には２メートルのフェンスで

囲んで、転落の防止をした上で園庭とし

ていきたいということで申し出を受けて

おります。

　これは球技などはちょっと困難かと思

いますけれども、外遊びについては十分

できるため、保育環境の質が一定確保で

きるものというふうに考えております。

　それと次に、鳥飼さつき園、それから

摂津さつき保育園の建て替えに関してで

ございますけれども、この２園につきま

しては、平成２５年度におきまして債務

負担をお願いし、平成２６年度予算を要

求をさせていただいているものでござい

ます。現在、法人では、入札、それから

契約に向けて準備をしていただいている

状況でございます。

　市営住宅跡地の市の敷地を貸与するも

のとなっておりますけれども、それぞれ

摂津さつき保育園については、別府の旧

鯵生野住宅の一部を、それから鳥飼さつ

き園につきましては、鳥飼野々住宅の一

部ということで、建て替え中の仮園舎の

用地として使用したいとの申し出があり、

庁内で市長部局を交えて検討をしてきた

ところでございます。

　その中で、特に別府につきましては、

委員のほうからお話ございましたように、

コミュニティ施設としての市の考え方も

ございますことから、平成２６年度中に

全て工事も完了して、現状復帰をして返

還していただくということで、法人に要

件を示した中で、賃貸借を進めていきた

いと考えております。

　また、地元の方への説明につきまして

は、法人に十分に安全対策等も踏まえた

中で、説明をしていただくということで

お願いをしております。

　今後、施工業者等が決まる中で、スケ

ジュール等も地元に示した中で十分な説

明をしていっていただきたいというふう

に考えております。

　引き続きまして、民間保育所入所承諾

事業につきましての待機児童の考え方等

でございます。

　新年度において待機児童の解消はどれ

くらいかということのご質問でございま
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すけれども、委員のほうからもございま

したように、平成２６年度で１４０名の

定員の増を考えております。

　ただ、年齢の問題等もございますので、

全てのこの定員が満たされることになる

かどうかということについては、また別

の部分もございますので、今の時点でこ

のうち幾ら待機児童が解消されるかとい

うのは、ちょっと不確実な部分もござい

ますので、数字としては申し上げにくい

ところでございます。

　０歳から２歳の待機が多いのではない

か、また地域的なものもあるのではない

かというご質問でございますけれども、

先ほど東委員のときにも申し上げました

けれども、今回、平成２６年度の保育所

入所状況の中では、申し込み児童数は、

２月末では４６９名いらっしゃいます。

その中で、現時点でまだ保育所が決まっ

ていない保留児童数が１１５名というこ

とで申し上げましたけれども、この中で、

安威川以北の方につきましては７６名、

それから安威川以南の方については３９

名という状況になっております。

　また、この中で年齢構成までは、今の

段階ではまだ出ておりませんので、詳細

については把握できておりませんけれど

も、全体の申し込みの中では、やはりい

わゆる乳児の児童、０歳、１歳、２歳の

方が多いと考えております。

　それからその次に、保育士等処遇改善

臨時特例事業につきましてでございます。

　この事業につきましては、保育所の人

材確保策の一環といたしまして、保育所

の運営費とはまた別に、保育士等の処遇

の改善のために行っている事業でござい

ます。

　改善の方法といたしましては、賃金そ

の他の具体的な処遇に係ります内容の支

出ということでお願いをしておりまして、

要綱でうたっております。その中で、一

定、書類の提出を求めて確認をしていく

ということで考えておりまして、ほかの

目的には利用できないという形のものに

なっております。

　平成２５年度につきましては、１３園

のうち１１園が一時金として支給される。

残り２園につきましては、給与に手当と

して上乗せして支給するということで聞

いております。

　それから、私立高等学校等学習支援金

につきましてでございます。

　委員ご説明ありましたとおり、平成２

４年度につきましては１学年７６人とい

うことでございましたけれども、今年度、

今の時点では、１年生、２年生合わせて

１２４人という状況でございます。

　来年度につきましては、現在のところ

２０７人分ということで予算を計上して

おりまして、新１年生の財源を賄えると

いうふうに考えております。なお、この

事業につきましては、現在、大阪府のほ

うで、新しく国の補助金を背景として、

新１年生を対象に新たな事業をされると

いうことでお聞きもしております。

　それから、小学校施設改修事業につき

ましてでございます。

　この事業につきましては、平成２５年

度に千里丘小学校におきまして学童保育

室を整備するに当たりまして、小学校施

設と一体で、建築確認申請を行う際に大

阪府から現行の小学校の建物が今の法律

に適合していない部分があるので、改修

をするということで指導を受けて、この

たび予算化をさせていただくものでござ

います。現行法に適合するような形で、

十分、大阪府とも協議を進めてまいりた

いと考えております。

　それと、先ほど南千里丘のモデルルー

ムのところで共有部分についてでござい
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ますけれども、共有部分等につきまして

は、市のほうでの負担で整備を進めてい

くということで考えております。

○嶋野浩一朗委員長　小林課長

○小林こども教育課長　こども教育課に

かかわります内容につきまして、ご答弁

させていただきます。

　次世代育成支援行動計画と子ども・子

育て支援事業計画の関連でございますけ

れども、次世代育成支援行動計画は、福

祉だけではなしに保健、教育、労働、生

活環境、こういった行政の各分野にわた

ります総合的な計画となっております。

　子ども・子育て支援事業計画は、国が

示しておられます記載すべき事項、盛り

込むべき事項といたしましては、幼児期

の学校教育であったり保育、地域の子育

て支援、こういったものの需給計画を盛

り込みなさいということになっておると

ころでございます。しかし、本市の子育

て支援を計画的に進めていくためには、

１０年間にわたり取り組んできました次

世代育成支援行動計画、これの成果と課

題も踏まえて、子ども・子育て支援事業

計画は、次世代の計画を継承するような

計画であるべきであると考えております。

　その計画の策定に当たりましては、２

５年８月に施行いたしました子ども・子

育て会議条例に基づきます子ども・子育

て会議でのご意見を踏まえて、今も取り

組んでいるところでございます。子ども・

子育て会議は９月に第１回会議を開催い

たしまして、現在まで４回。平成２５年

度は３月２７日に５回目の会議を予定し

ておるところでございます。

　今後は、委員からもございましたニー

ズ調査の結果を踏まえ、また将来人口も

加味いたしました推計されるニーズ量を

算出し、また子ども・子育て会議のご意

見を踏まえながら計画の策定を行ってま

いりたいと考えております。

　平成２６年度には、市が定めるべき基

準であります関係条例の整備をするほか、

子ども・子育て会議の議論を踏まえて、

教育・保育提供区域の設定であったり、

各年度における保育・教育の量の見込み、

また、それを実施しようとする供給体制、

実施時期、それに次世代育成支援行動計

画を継承する取り組み、これらを盛り込

んだ子ども・子育て支援事業計画を策定

してまいりたいと考えております。また、

計画策定に当たりましてはパブリックコ

メントを実施し、広くご意見をいただき

たいと考えております。

　次に、市役所で取り組んでおります子

育て応援広場でございますけれども、今

年度から市役所、とりわけ６階教育委員

会のほうには、保育所、幼稚園の入所で

あったり、各種手続に来られる方々が多

く来られます。そういったことから、会

議室を利用して子育て相談や親子で遊べ

るスペースを確保して取り組んでいるも

のでございます。

　この広場の運営に当たりましては、い

つでもどこでも誰でもできる子育て応援

を広げていきましょうと、こういった趣

旨に賛同されました約２５０名程度の子

育て応援隊の皆さんのご協力をいただい

ております。平成２６年度は、さらに市

役所に来られる方々が気軽に相談しやす

い体制、また情報提供を図るため、応援

隊のご協力を得て、週１回程度に拡充し

ていきたいと考えているところでござい

ます。

○嶋野浩一朗委員長　谷田課長。

○谷田児童相談課長　それでは、いじめ

防止対策推進事業についてのご質問にご

答弁申し上げます。

　本市のいじめ防止基本方針につきまし

ての考え方についてでございますが、先
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日の代表質問でも教育長からご答弁させ

ていただいたとおりでございます。我々

といたしましては、学校におけるいじめ

事象については、その被害者、加害者は

もとより、いじめにかかったもの全員、

これを教育する、指導する対象としてい

かなければならないという認識に立ちま

して、全員に対して適切な指導や支援を

行って、関係回復を目標に取り組んでま

いりたいというふうに考えております。

そのため被害に遭った子どもへの十分な

ケアはもちろんのこと、加害側の子ども

の背景、あるいは関係する子どもたちの

人間関係等も十分把握した上で、スクー

ルソーシャルワーカー、あるいはスクー

ルカウンセラー等の専門家を交えた組織

的かつ継続的な指導を通して、いじめ問

題の解決に向けて取り組んでまいりたい

と、この考え方については以上のとおり

でございます。

　また、今後のスケジュール等につきま

してでございます。いじめ防止基本方針

につきましては、現在、パブリックコメ

ントを３月１７日まで実施をさせていた

だいております。３月２０日の第３回の

教育委員会定例会におきまして、策定に

向けてまた修正等をして、そこで策定に

向けて上程をしてまいりたいと考えてお

ります。それを受けまして、４月以降に

なりますが、いじめ問題に関する関係機

関の連絡調整を目的とした、いじめ問題

対策連絡協議会やいじめ問題に対する有

効な対策のための専門的知見をいただく

ためのいじめ問題対策委員会、これは４

月以降に設置のほうをしてまいりたいと

いうふうに考えております。

　また、学校におきましては、各学校で

のいじめ防止基本方針を国の基本方針、

それから市の基本方針等を踏まえていた

だいて、策定のほうをしていただくこと

になっております。

　その際、学校の中にいじめ問題に対す

る中心的な組織として、学校のいじめ対

策委員会のほうを従来のいじめ不登校対

策委員会等を拡充する形で、具体的には

スクールカウンセラーでありますとか、

スクールソーシャルワーカーをきちんと

位置づけた上で、ここを中心組織として

対応していただくということになります。

　そのため安藤委員の質問にもございま

したが、このスクールソーシャルワーカー

につきましては、やはり従来の回数でも

かなりの活用をいただいているところで、

このような形で特に学校でいじめ対策委

員会等々に位置づけるというふうなこと

がございますので、今回、５０回への拡

充をお願いいたしておるところでござい

ます。

　また、非暴力アクションのプログラム

等につきまして、これは子どもの自己回

復力向上推進事業でございますが、３年

間の府の補助事業ということでございま

すので、一応、本年度２５年度のこの事

業については終了いたします。

　子どもが暴力を用いない方法で他者と

のコミュニケーションを図る手法を学ぶ

ことで、いじめや暴力行為の加害者にも

被害者にもならない取り組みというのは

非常に重要なものだと考えております。

特に、いじめに対しましては、未然防止

というふうな観点から非常に有効なもの

だと考えておりますので、事業自身は本

年度で終了いたしますけども、このプロ

グラム自身をやはり教職員が実際にどの

ように子どもたちに指導していいのかと

いうふうなことを学んでいくというふう

なこと、それを学級経営等々に生かして

いくということは非常に重要なことだと

考えております。

　したがいまして、この非暴力アクショ
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ンプログラムのファシリテーター研修に

つきましては教職員研修に位置づけて、

また次年度以降もその手法等々を教職員

に研修していただくことで生かしていた

だきたいというふうに考えております。

○嶋野浩一朗委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、図書館

におけます書架増設に関するご質問の答

弁をさせていただきます。

　先ほど東委員のご質問にご答弁させて

いただきましたが、その際には新規購入

蔵書の購入割合、いわゆる回転率、そち

らのほうは他市と比較し、遜色ないとい

うふうに答弁させていただきましたが、

しかしながら、図書館本来の調べるとい

う機能、つまりレファレンス能力、そち

らのほうをはかる指標といたしまして、

市民１人当たりの蔵書数というのがござ

います。こちらも他市の数字を少し紹介

させていただきますと、吹田市が市民１

人当たり２．６１冊、豊中市が２．６６

冊、茨木市が４．４６冊で、高槻市が４．

１１冊となっておりますが、本市におき

ましては、平成２４年度末で市民１人当

たり２．４６冊となっておりまして、北

摂７市の中では一番低い数字となってお

ります。

　この数字が低いとどうなるかといいま

すと、市民の方が何かを調べたい、もし

くは何か本を読みたいということで図書

館に行かれたときに、その本がある可能

性が低くなる。つまり欲しい本が見当た

らない可能性があるという状況になり得

ますので、本来の図書館機能の向上を図

る意味におきましても、この蔵書数の増

加というのは課題であると考えておりま

す。そのため、そちらの問題を少しでも

解決いたしますために、来年度におきま

しては、現在、郷土資料保存室として使

用しております部屋を閉架書庫として書

架を設置しまして、蔵書、約１万５，７

５０冊収蔵する予定にしております。

　こちら蔵書が１万５，７５０冊増加い

たしますと、先ほどの数字でございます

が、市民１人当たり２．６４冊の蔵書数

ということになりまして、吹田市、豊中

市とほぼ同じレベルになるとともに、こ

ちら全国平均の数字が１人当たり２．８

７冊となっておりまして、そちらにも近

づき、図書館本来の機能の向上というこ

とを図ることが期待されます。

　また同時に、休憩スペースの設置につ

きましてですが、現在、こちらのほうは

指定管理者と協議中でございますが、気

軽に読書ができる、もしくは雑誌や新聞

などが読めるようなスペースを目指して

設置を考えております。

　また、自動販売機などを設置いたしま

して、お茶などを飲みながら読書ができ

るような環境を考えております。

　また、工事の影響でございますが、今

回対象としておりますのが、従来の書架

スペース以外のところでございまして、

利用者には影響なく工事ができるものと

考えておりますが、若干、音が出る工事

もございますので、そちらのほうはなる

べく休館日に工事をすることで、利用者

の影響を少なくするように配慮させてい

ただくと考えております。

　また、続きまして、鳥飼図書センター

の外壁工事の件でございますが、こちら

工事スケジュールでございますが、現在

予定しておりますのは、８月ごろに入札

を行いまして９月工事開始、１２月工事

終了というスケジュールで現在のところ

考えております。

　また、工事中の利用者に対する影響で

ございますが、こちら、外壁及び屋上防

水が主な工事内容となっておりまして、

外壁に足場を設けて工事を行いますが、
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館内の利用については利用可能な状態で

工事をする予定となっておりますので、

利用者には影響はないものと考えており

ます。

　また、騒音につきましても、若干、外

壁に穴をあけるなどの工事がございまし

て、利用者様に一定、騒音の面でご不便

をおかけするかと思いますが、なるべく

音が出ない、もしくは休館日に工事を集

中させるなどの配慮をしまして、影響が

少ないような形で工事をさせていただこ

うと考えております。

　また、鳥飼図書センターにおける蔵書

の増刷や休憩スペースの設置につきまし

てでございますが、鳥飼図書センターに

おきましては、その建物の構造上、そう

いったスペースを設けるのが現状は非常

に厳しい状況にございます。しかしなが

ら、鳥飼図書センターにおきましても、

読書環境の向上、もしくは蔵書量の増加

というのは同じ課題であると考えており

ます。少しでも配架のスペースなどを調

整するなどして、少しでも蔵書量の増を

図れるような形で今後検討してまいりた

いと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　辻課長代理。

○辻生涯学習課長代理　それでは、公民

館の施設改修に係るご質問にお答えした

いと思います。

　まず、耐震化の状況でございますけど

も、昭和５６年に改正されました建築基

準法によりまして、それまでに昭和５６

年以前に建築されました千里丘公民館、

それから別府公民館、新鳥飼公民館の３

館が耐震診断の対象となったところでご

ざいます。

　平成２４年度に耐震診断を実施いたし

ましたところ、新鳥飼公民館につきまし

ては耐震基準を満たすものでございまし

た。なお、別府公民館につきましては、

建て替えが迫っておりますので、耐震診

断実施を見送っております。また、千里

丘公民館につきましては、２階部分の耐

震基準を満たしていないということでご

ざいましたので、千里丘公民館の耐震実

施設計をさせていただくものでございま

す。なお、千里丘公民館の耐震補強工事

が終わりましたら、公民館といたしまし

ては耐震化率１００％となります。

　次に、エレベーターの設置状況でござ

います。エレベーターにつきましては、

現在、市内６公民館で安威川公民館のみ

にエレベーターが設置されておる状況で

ございます。ご利用者様からは、１階か

ら２階の移動が非常にしづらいというご

意見を頂戴していることは、当方は認識

しております。

　また、エレベーターの設置には多額の

予算が必要になりますことから、大規模

改修に合わせたエレベーター設置が望ま

しいと考えておりますが、今回は千里丘

公民館の改修に合わせまして、エレベー

ターを設置しながらバリアフリーを図っ

ていこうということでございます。

　そして、トイレの洋式化についてでご

ざいますけれども、トイレにつきまして

は、公民館で各階、そして男子、女子そ

れぞれ個室が２つ以上、複数以上あると

ころにつきましては、その片方を洋式化

してまいりましたところでございます。

数で申し上げますと、全ての公民館で４

９か所あるうち、洋式トイレは２６か所

変更済みでございまして、洋式トイレは

半数以上の５３％、そして和式トイレに

つきましては４７％でございます。ただ、

洋式か和式かというと、どっちがどうと

いうのは非常に難しいところでございま

して、各フロアに１つしかない個室を洋

式にするのか、和式にするのか、そのあ

たりは、なおかつそれを洋式に変えなけ
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ればいけないということでありましたら、

利用者の意見も聞きながら、順次改修も

検討していかなければならないと、この

ように思っております。

○嶋野浩一朗委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、教育総務課

に係りますご質問にお答えさせていただ

きます。

　まず、トイレの改修についてでござい

ます。先の本会議でもご答弁しておりま

すけれども、本年度につきましては、各

学校、棟がございますけれども、建物２

棟、３棟とございますが、そのフロアご

とに最低１器以上の洋式トイレを設置し

たいというふうに考えております。それ

で全部で１８か所ということで、小学校

につきましては、鳥飼小学校２器、鳥飼

北小学校２器、千里丘小学校２器、鳥飼

東小学校８器、第一中学校４器、合計１

８器の予定でございます。

　先ほど冒頭に山本部長より補足説明が

ございました。学校の耐震と合わせて改

修を行う分でございますが、第三中学校

につきまして、一部トイレの部分を耐震

で触るところがございました。今回、一

応、国費の対象になるかどうか不明でご

ざいましたけども、エントリーをさせて

いただいて、その分について２月１０日

に内定をいただいており、２月下旬に府

から正式の通知をいただいたところでご

ざいますので、第三中学校について１棟

分、１階から４階のトイレを大規模改修

したいと、そういうように予定をしてお

ります。

　続きまして、医療費の扶助等の積算根

拠ということでございます。

　小学校の医療費扶助につきまして、こ

れは中学校も同様なんですけども、一定、

平成２４年度の医療費、２年前の１件当

たりの医療費を算定いたしまして、そこ

から就学援助対象となっております対象

者数を掛け、それで算出をいたしており

ます。

　また、それに過年度分の支払いという

ことで、お医者様から請求書がまいって

まいります。これが１か月ないし２か月

おくれで請求がまいりますので、その分

の過年度分を、現年度で支払う予定をし

ておりますので、その分を合計して積算

をさせていただいております。結果とい

たしまして、小学校では１９万２，００

０円の減、中学校におきましては２０万

５，０００円の増という形でございます。

　続きまして、学校での指定病でござい

ますけれども、一応、病気といたしまし

ては、トラコーマ、結膜炎、白癬・疥癬

関係、それと中耳炎、副鼻腔炎、う歯、

寄生虫という７項目に大別されるところ

でございます。

　その中での歯科に医療券を発行してい

る分でございますけども、これは平成２

５年度、昨年の４月からこの１月までの

件数でございますけども、医療券の発行

の受診者延べ人数でございますけども、

小学校で２３１件、虫歯でかかられた方

が１９５件、中学校のほうで３９件、そ

のうち虫歯については２８件ということ

でございます。

　続きまして、小学校給食の委託の件で

ございます。委託の効果でございますけ

れども、先ほども委員のほうからのご質

問の中にございましたが、１名の退職と

残り３名の職員が任用替えということに

なっております。厳密には４名、給食調

理員から４名の減ということでございま

す。１名は純粋な退職ということで減に

なりますけども、他の職員については、

他の職場につくということになります。

したがいまして、それで計算をさせてい

ただきますと、今回、政策からいつも言
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われております正規職員の人件費が１年

当たり約８００万円、それで４名でござ

いますので３，２００万円、それと非常

勤職員がございます。その分が今、摂津

小学校４名ということでおりますので、

それがざっと４１６万１，０００円、合

計で３，６００万円程度かかっておると

いうことでございます。

　今回、摂津小学校を委託いたします平

成２６年度につきましては、初年度とし

て２，３５２万２，４００円ということ

となってございますので、約１，０００

万円程度の削減ということになろうかと

思います。

　なお、この契約につきましては、５年

間ということで契約をさせていただいて

おります。５年間の契約金額が１億２，

７８０万２，４００円となっております。

今後、消費税等々も上がってまいります。

そういう分も含めまして、今、申し上げ

た金額でございます。５年間の削減金額

として約５，３００万円の削減効果が見

込めるところでございます。

　続いて、摂津小学校が委託する業者で

ございますけれども、業者契約を予定し

ておりますのがシダックス大新東ヒュー

マンサービス株式会社大阪営業所でござ

います。

　これまでの業者の選定ということでご

ざいますけども、これまでもご答弁させ

ていただいておりますプロポーザルにて

実施させていただきました。金額だけの

選定ではなく、やはり実績、また職員の

配置でございますとか、衛生管理の自社

での取り組み等々、業務の運営方針につ

いて業者より聞き取りを行い、選定委員

において決定をさせていただいたもので

ございます。

　続きまして、小学校給食費の根拠でご

ざいます。小学校の給食費につきまして

の根拠でございますが、まず小学校につ

きましては、低学年と中学年、高学年と

いうことで、月額の給食費を変えており

ます。現行でありますと、低学年が３，

１００円、中学年が３，２００円、高学

年が３，３００円で、それぞれ５００円

の改定をお願いするところでございます。

　現行の分で計算をさせていただきます

と、１食当たりにしますと、低学年が１

８５円、これに児童数を掛けさせていた

だいて、喫食日数１９０日で計算をさせ

ていただいております。同じく、中学年

につきましては１９５円で１，４７３名、

高学年では２００円で１，５１５人、同

じく喫食日数が１９０日、それと教職員

の給食もございますので、それが４５０

名分を計算しておるところでございます。

　現行のままでいきますと約１億８，２

６７万円の予算となるところでございま

すけども、１食当たりにしますと、低学

年が２０５円、中学年が２１５円、高学

年が２２０円、教職員も２２０円という

ことで、それで計算をさせていただいて

います。

　その結果、予算要求させていただいて

います２億１５１万４千円という数字で

ございます。その差額約１，８８４万円

ということでございますので、ご理解お

願いをいたします。

　続きまして、中学校給食でございます。

　これまでの経過ということでもござい

ますけれども、委員会でもご答弁申し上

げておりましたが、昨年１月の定例教育

委員会で中学校給食をデリバリー方式で、

平成２７年４月から実施するということ

で決定をさせていただいたところでござ

います。その後、デリバリー方式選択制

中学校給食検討会ということで設置をさ

せていただいて、メンバーといたしまし

て学校長、教頭、また学校教育課職員、
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あと学校の栄養教諭、また保護者の方も

入っていただいて、今回、５回にわたり

このデリバリー方式についての議論をお

のおのいただいたところでございます。

　昨日が第５回ということで、ほぼ方向

を決めていただいたところでございます。

まだまだ課題が残っておる部分もござい

ます。ただ、一番育ち盛りということで、

ごはんの量というものも議論になったと

ころでございますけれども、実施につき

ましては、国が示しております基準の量

でまずは始めるということで進めてまい

るということで先日決まったところでご

ざいます。

　また、アレルギーの対応につきまして

も、各市等々も調査する中で、牛乳につ

きましては、これは除去の対象とすると

いうことでございますが、あとの副食に

ついては、給食の安全性等々を考えます

と、民間調理場の中で調理するスペース

的な問題、また人的な問題等もございま

すので、除去食については選択制におい

ては行わないというふうに一定の方向を

示していただいたところでございます。

　また、予約システム等、近隣各市とも

情報を得ながら議論をいただきまして、

パソコン、スマートフォン等も含め、で

きるだけ申し込みのしやすい、予約のし

やすいシステムになるよう進めていただ

きたいというような結論でございました。

　次に、ＰＣＢの保管の状況ということ

でございます。委員ご質問の内容の分な

んですが、現在、平成１３年にＰＣＢを

含む蛍光灯の安定器等々を全て改修をい

たしております。平成１３年当時は第二

中学校と別府小学校ということでござい

ますが、今現在は全て別府小学校に集約

をさせていただいて、毎年度、大阪府か

らの調査がございます。保管状況につい

ての調査がございますので、その分につ

いて適正に管理をしておるという報告を

させていただいておるところでございま

す。

○嶋野浩一朗委員長　廃棄物の今後の処

理のことについても聞かれておるんです

けども、岩見課長。

○岩見総務課長　この処理につきまして、

今、保管しておりますのがほとんど蛍光

灯の中にありました小さい安定器でござ

います。この分について、処分を受け入

れる施設が大阪府内にはございませんこ

とから、今現在もまだ保管をしておると

いう状況でございます。

　ただ、１台につきましては、大型とい

いますか、大きなコンデンサーになりま

す。このＰＣＢの含有しておりますキロ

グラム、重さについて計算させていただ

きますと、１０．６４キログラムが入っ

ておるということになります。この分に

つきましては、大阪府のほうの処分地の

ほうが対応がまだできるということでご

ざいますので、さきのご質問の中にござ

いました建設常任委員会でもございまし

たが、我々としては、その予算について

認識をしておらなかったということでご

ざいますので、今後、早い時期に予算を

財政課等々もお願いをして、処分できる

ものは処分していきたいというふうに考

えるところでございます。

○嶋野浩一朗委員長　岡部課長。

○岡部学校教育課長　学力定着度調査事

業と学習サポーター派遣事業、学力向上

支援事業についてご答弁いたします。

　まず、学力定着度調査事業でございま

す。摂津市シュアスタート確認調査を、

小学校２年生を対象に国語と算数及び学

習意識調査を行っております。

　目的といたしましては、各学校が小学

校１年生時の基礎基本の定着状況を把握

し、授業の改善に生かすということでご
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ざいます。

　シュアスタート確認調査事業が始まり

まして３年間たち、学校のほうでの２年

生の学年を中心としました分析も進み、

授業の改善に生かしているところでござ

います。

　平成２５年度の結果といたしましては、

書く力、読む力に課題があるということ

もわかっております。

　平成２６年度につきましては、毎年行っ

ている同時期の６月に実施を考えており

ます。

　続きまして、平成２６年度全国学力学

習状況調査についてでございます。平成

２６年度の実施につきましては、調査内

容は、小学校６年生、中学校３年生の全

児童生徒ということで、悉皆調査という

ことでございます。

　内容につきましては、平成２５年度と

同様、国語、算数、中学校でしたら国語、

数学の２教科及び質問紙調査でございま

す。実施日は平成２６年４月２２日とい

うことでございます。

　その後のスケジュールにつきましては、

今年度と同様、８月下旬に成績等の返却、

それから９月上旬に府教委による大阪府

の結果の分析等がありますので、そのス

ケジュールに基づきまして、各学校で分

析等を行い、学校教育課といたしまして

も、市の分析を行っていきたいと思って

おります。

　こちらの参加につきましては、１月の

教育委員会会議でお諮りし、参加を決め

た次第でございます。

　続きまして、学力向上支援事業と学習

サポーター派遣事業でございますが、学

力向上支援員につきましては、委員にお

話しいただいたとおり、中学校で授業に

なかなかついていけてない、あるいは中

学校の教室ではなかなか授業を受けるこ

とができないので、別室での学習を指導

ということで、特に資格がある方に来て

いただいて、的確なアドバイスをしてい

ただいて、学力向上、または学力保障を

行いたいと思っております。

　しかしながら、中学校での授業支援が

学力向上支援員の派遣だけでは足りない

部分も生徒指導上面で出てくることもご

ざいますので、その場合は学習サポーター

派遣事業から学習サポーターを中学校に

も派遣したいと思っております。そのよ

うな形で１学期は進めてまいりたいと思

います。

　平成２４年度と平成２５年度に国の緊

急雇用創出事業を活用してさまざまなサ

ポーターの派遣を行っておりました。平

成２６年度につきましても、実施に向け

て財政課とともに大阪府に働きかけをし

ているところでございます。実施が可能

ということになりましたら、６月補正で

運用をお願いしたいと思っておりますが、

そちらの動向と合わせる形で、私どもと

いたしましては、平成２５年度の学習サ

ポーターの事業内容とほぼ同額の形で６

月補正で実施していただこうというふう

になっております。

○嶋野浩一朗委員長　あと、教員の配置

の状況ですね。野本課長代理。

○野本学校教育課長代理　教員の配置に

つきましてご答弁申し上げます。

　今年度の教諭等の定年退職者数はピー

クを迎えておりまして、小中学校合わせ

て１８名でございます。これに合わせ、

普通退職や他市等への異動により、次年

度の欠員数につきましては、小学校で今

年度から２名増の２５名、中学校でも同

じく２名増の２６名となる見込みでござ

います。

　この欠員補充の講師の配置につきまし

ては、現時点で一部、急な辞退者が出た
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ことによる未配置の状況はございますが、

おおむね配置のめどは立っております。

　また、近年、本市を含めまして府全体

で講師が不足する状況が続いております

ので、大阪府教育委員会では、現在、約

２，０００件ある講師登録者につきまし

て、次年度の教員採用選考テスト受験者

の情報も登録できるよう変更し、約１万

件の講師登録者のデータを確保するとい

う対策が予定されています。

　本市では、講師の募集についてホーム

ページや広報紙により周知しております

が、さらに大学への講師募集については、

近隣大学への訪問依頼はもちろんのこと、

京阪神を越えて募集案内を依頼するなど、

これまで以上に多くの大学から情報が収

集できるよう努めております。

　さらに府の新たな取り組みを最大限活

用し、欠員の有無を問わず、常時１週間

から１０日ほどで講師の情報を収集して、

欠員が発生した際、すぐに対応できるよ

うに準備を進めてまいります。

　また、あってはならないのですが、未

配置の状況が発生した場合は、小学校で

したら担任外の教員の活用、中学校でし

たら免許外教科担任の申請を行うなど、

学校現場に負担をかけてしまうのですが、

子どもたちに迷惑がかからないように、

自習とならないよう指導に努めてまいり

ます。

○嶋野浩一朗委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　小中学校にかか

る就学援助の部分が漏れておりましたの

で、答弁させていただきます。

　就学援助につきまして、小学校、中学

校の就学援助事業が前年と比べて減少し

ているということでございました。平成

２５年度につきましては、対象者数を２，

３０３人と見込んでおりましたけれども、

今年度の認定状況を踏まえて、平成２６

年度は２，２４４人と見直した上で予算

計上をさせていただくものでございます。

○嶋野浩一朗委員長　日垣課長。

○日垣文化スポーツ課長　それでは、文

化スポーツ課にかかわりますご質問にご

答弁いたします。

　まず、総合型クラブ支援事業の内容で

ございますが、クラブ支援か施設管理か

というご質問でございましたが、総合型

クラブにおきましては、現在、totoの補

助金を受けておられますが、今後減少し

ていくとお聞きしておりますので、クラ

ブ支援を含めた形で委託してまいりたい

と考えております。

　続きまして、４月以降の要綱等の設置

でございますが、現在、協定書も含めた

形で、要綱の設置に向けて取り組んでお

るところでございます。

　続きまして、管理委託の範囲でござい

ますが、多目的施設と運動広場の両方に

つきまして管理委託したいと考えており

ます

　続きまして、指定管理者の変更につき

まして、評価等の問題でございますが、

委員のご質問にもございましたが、体育

施設の指定管理者が変更になりますので、

今まで以上に詳細についての評価等につ

いて取り組んでまいりたいと考えており

ます。

　続きまして、テニスコートのオープン

と工事の進捗状況でございますが、柳田

テニスコートにつきましては、２月末に

工事が完了いたし、３月１日からご利用

いただいておりまして、くすの木公園テ

ニスコートにおきましては、３月１日か

ら工事に入っておりまして、現在のとこ

ろ順調に進んでおると聞いておりまして、

３月末には完了予定でございまして、４

月１日からご利用いただく予定でござい

ます。
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○嶋野浩一朗委員長　高等学校の授業料

の無償化について所得制限を加えられた

ということの話、そこの変化に対する対

応はどこでできますか。

　谷田課長。

○谷田児童相談課長　進路選択支援事業

の観点で、私のほうからご答弁させてい

ただきます。

　進路選択支援事業ということで、特に

費用の面で進学を諦めることがないよう

にという形で、相談事業を教育センター

の児童相談課で実施をさせていただいて

おります。

　本年度につきましては、相談件数が２

月２０日現在で延べ約５０件。これは高

等学校への進学、それから大学等への進

学を含めて、５０件、延べ数でございま

したが、特に高等学校でのいわゆる高校

無償化への相談件数自身は１件というふ

うな形でございました。

　１月、２月になってまいりまして、実

際に入試等々が行われて、やはり入学金

でありますとか授業料でありますとか、

そういった面の資金のほうがちょっと不

安がある、何とかならないかというふう

なご相談が増えているのも現実でござい

ます。

　実際に高等学校の無償化等々が実施さ

れるのは４月以降というふうなことになっ

てまいると思いますけども、その際、委

員のほうがおっしゃられた、一旦、一時

的に立て替える形になりますと、その際、

資金で不安が出てくるというふうなこと

等もやはり想定される部分がございます

ので、その際に我々のほうにご相談いた

だければ、つなぎ資金でありますとか、

そういったことについての相談に応じさ

せていこうというふうには考えておりま

すので、そのあたりについても、我々も

情報の収集をいたしまして、対応をして

いきたいと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　飯野課長代理。

○飯野文化スポーツ課長代理　テニスコー

トの改修工事に関する質問につきまして、

一部、答弁が漏れておりましたので、補

足させていただきます。

　今回の補正予算案で設計委託料、監理

委託料につきまして減額させていただい

ておりますけれども、こちらにつきまし

ては、当初予算を組んでおりますときに

設計及び監理業務につきまして外部委託

が必要と判断しまして予算計上しており

ましたが、実際の工事につきましては、

テニスコートのコート内の平面の工事と

いうことで、設計及び監理について内部

で対応が可能ということになりましたの

で、不要額ということで減額の補正案を

挙げさせていただいたということでござ

います。

○嶋野浩一朗委員長　日垣課長、体育施

設の指定管理のことについて、市の場合

のモニタリング評価のことについても聞

かれておりましたので、その答弁をお願

いできますか。

○日垣文化スポーツ課長　それでは、モ

ニタリングの件でございますが、現在、

指定管理者につきましてはモニタリング

のほうを実施いたしておりますが、こち

らにつきましても詳細に公表いたし、調

査のほうも進めてまいりたいと考えてお

ります。

○嶋野浩一朗委員長　暫時休憩いたしま

す。

（午後２時２９分　休憩）

（午後２時５７分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　安藤委員。

○安藤薫委員　それでは、２回目の質問

に入りたいと思います。

　まず、民間保育所の整備補助でありま
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す。南千里丘のマンションのモデルルー

ム跡へ社会福祉法人桃林会が民間保育所

を開園していくということで準備を進め

られていると。スケジュール等について

は、今、工程表を業者からとっていると

いうことですので、はっきりしたことに

ついては現状ではわからないということ

だと思いますが、一定、年度内１４０名

の定員増ということでおっしゃっておら

れるわけですので、年度内のオープンを

目指していろいろな事業、工事とか、募

集をとっていかれるだろう思います。

　やはり待機児童については、毎年、年

度途中にどんどん膨れ上がってくるとい

うような状況にある中で、年度途中に一

定の数の新設の認可保育所ができるとい

うことは、保護者の方にとってみても大

変ありがたい話ですし、私たちにとって

もありがたい話でもありますし、できる

だけ情報を団体と協議をしていただきな

がら、早く出していただけるように、こ

れは要望しておきたいというように思い

ます。

　さつき両園の建て替え時の仮園舎につ

きましては、こちらも要望しておきます

が、地域の方々への連絡ですとか説明と

かを丁寧にやっていただきたいなという

ように思います。

　とりわけ、やはり小さなお子さんたち

が集まってくる、また送迎の車が送迎時

間に集まってくる等々、地域の影響もあ

ると思います。そういう点については、

民間の保育士ではありますけども、摂津

市の所有地を仮園舎として使っていただ

くわけですので、団体に説明をしておい

てくださいねというのではなく、市教育

委員会としても、団体にも指導していた

だくとともに、地域への方々への働きか

けであるとか、それから安全対策を一緒

に考えていただいて対応をとっていただ

きたいなというように思います。ちょっ

とそのお考えだけお聞かせください。

　民間保育所入所承諾事業でございます。

保育士等処遇改善臨時特例事業補助金に

ついては、介護保険でも介護従事者待遇

改善ということで、介護の仕事について

おられる方、それから保育の仕事につい

ておられる方、大変なお仕事をされる中

で、人手不足というのも最近よく聞きま

す。同時に、仕事のやりがいや意義の高

さの一方で賃金が非常に低賃金だという

ような問題かあって、やはり低い待遇を

改善していこうというための補助金であ

りますから、きちんとそれが目的に合っ

た形で活用できるように。それから、一

時的なものに終わらせるということはやっ

ぱりあかんと思うんですね。これはそれ

ぞれの団体の努力も必要だと思いますけ

ども、こうした補助金の活用を契機に、

地元の民間保育所で働く保育士、その保

育士も結婚されて働きながらお仕事され

ると。まさに働きながら子育てをすると

いうことでありますので、これまでの次

世代育成支援という考え方からも重要な

ことだと思いますので、その点について

はきちんと目的に沿った使い方をしても

らえるようにチェックもしていただきた

いなというふうに思います。

　それから、待機児についてであります。

まだ、年齢的にどこにどのぐらいの待機

児童がいるかということはわからないと

いうことでは、まだはっきりと明示でき

ないということだというふうに思うわけ

ですが、申込者の人数でいっても、やは

り０歳から２歳の申し込みは当然多くなっ

ていると。そして、安威川以北と安威川

以南でいえば、まだ保留になっている方

は７６名で、以北の方が多いということ

で、これまでの特徴をそのまま継続して

いるような形になっているのかなという
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ふうに推測をいたします。

　１４０名の定員増、２月１日の段階で

２００名を超す待機児童ですね。現在の

５歳児の方は、今度は小学校のほうに抜

けていきますから、それぞれ１学年ずつ

上がっていって、０歳児のところにどの

ぐらい入れるのか。それから、０歳児の

方が１歳児の定員のところに入れるのか、

そういったことで調整を図っていかれる

んだと思いますけれども、年度途中の待

機児童への対応についてもちょっとお聞

かせいただきたいなと思います。

　それから、つどいの広場についてであ

りますが、摂津市の子育て応援広場、月

１回から週１回に回数を増やしていくと

いうことでありますが、子育て応援隊の

方々で行ってきた事業ということであり

ますが、場所は今後も市役所の中でやっ

ていかれるのか、市役所に来られて初め

て応援広場があるということがわかる方

もかなりいらっしゃるんではないかなと

いうふうに思うんですが、子育て応援の

ホームページなども開設をしていらっしゃ

ると思いますし、そこでも恐らくＰＲを

されておられるかと思いますけれども、

そのＰＲの状況ということもちょっとお

聞かせいただきたいなと思います。

　それから、先ほど１回目で少し質問を

飛ばしてしまいまして申しわけないんで

すが、安全対策事業についてなんですけ

ども、ちょっとお聞きしたいと思うんで

すが、今回、学校受付員についてちょっ

とお聞きします。

　学校受付員はこれまでもご説明いただ

いたように、小学校の校門の横に受付ボッ

クスを設けて、有償ボランティアの方々

がそこに配置されて、学校の出入りにつ

いて受付をされるということで、ひいて

は不審者の侵入を防いだり、それから地

元の有償ボランティアが子どもたちと挨

拶を交わすということで、地域みんなで

子どもを見守るというような形で、非常

に有意義な事業だというふうに思うわけ

です。

　そこで働いておられる方々は、有償ボ

ランティアという形でやっておられるん

ですけども、個人の方が配置されている

場合と、それから摂津市シルバー人材セ

ンターなど団体に対して委託をしている

場合というのが、２種類配置の仕方があ

るというふうに理解をしております。

　今回の予算を見ますと、恐らく個人の

方を対象にしたものだと思いますが、学

校受付員の補償金が前年と比べて９６万

７，０００円減っております。一方で、

受付員委託料、これは恐らく団体に対し

てだと思いますが、９６万７，０００円

プラスになっていますので、個人から団

体へ同額がシフトしているというふうに

思うんですけども、この有償ボランティ

アの今の現状と、それから個人の方々が

どのように入っておられて、または今、

団体のほうに、だんだんそういった集約

されてきているのか、その辺の傾向につ

いてちょっとお聞かせいただきたいなと

思います。

　それから、中学校の校門のオートロッ

クの件であります。先ほども東委員の質

疑でありましたし、本会議等でもご答弁

しておられまして、学校に来づらくなる

んじゃないか、それから地域に開かれた

学校が地域の方々がなかなか閉ざされて

しまっていると、ちょっと学校が門を閉

ざしたぞ、みたいな印象を持たれるよう

な可能性もあるんじゃないかなって、ちょっ

とその辺を危惧しているわけなんですけ

ども、丁寧な対応をぜひしていただきた

いなと思うのと同時に、やはり運用につ

いては、もちろん防犯上の問題というの

は重要なことではありますけども、学校
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の危機管理、それから運用については、

一部の先生たちや教育委員会だけではな

くて、例えば生徒会であるとか、それか

ら生徒とか、それから学校にかかわって

いるすこやかネットをはじめ、地域の皆

さんでしょっちゅう学校に来られる方々

とともに、それから管理マニュアルであ

るとか運用方法は柔軟に検討していただ

いた上でつくり上げていくという方法が、

私はいいんじゃないかなというふうに思

いますが、その辺のもちろん危機管理に

ついてですので、専門的な決め方もある

のかもしれませんが、やはり子どもたち

も生徒会も学校を守ろうということと、

それから開かれた学校ということと、そ

れから学校のルールという点でいうと、

みんなでつくっていく。子どもたちが意

見を言い、自分たちがつくったルールを

守ろうという点でいくと、そういう取り

組みをやりながらオートロック、校門の

システムを構築していくということが大

事じゃないかなというふうに思うんです。

その点のお考えをお聞かせいただきたい

と思います。

　私立高等学校等学習支援金支給事業に

ついてであります。給付型の事業という

ことですので、引き続いて漏れのないよ

うにしていただきたいのと、国の制度を

活用して大阪府が新しい事業というよう

なお話がありました。例えば、国の制度

を活用して大阪府が新事業を行ったとき

に、この制度、摂津市独自の制度との関

係でいうとどんなふうになるのか、それ

をちょっとお聞かせいただけないでしょ

うか。

　それから、先ほど進路指導の件でちょっ

とご質問させていただいた高校授業料の

無償化において所得制限が設けられたこ

とによって、一旦全ての生徒に授業料を

発生させた上で所得制限に合致した人に

支援金を出すという制度になりましたか

ら、学校によっては支援金をもらうより

も先に授業料等が発生するというような

学校があるというふうに言われておりま

して、国会のほうでも文部科学省の高校

就学支援室が事務連絡文書で各校に一時

的な立て替えにならないように協力を呼

びかけているというようなことでありま

す。進路指導をしていく中で経済的な問

題での相談も多いかと思いますし、高校

入学をする際に充てにしてたものが突然

なくて支払いっていうことになる可能性

もありますので、その点情報を収集して

いただくのと合わせて各校にもぜひ要請

をしていただいて、摂津の子どもたちが

高校進学に最初から戸惑うことがないよ

うな支援をしていただきたいということ

は要望としておきたいと思います。

　いじめについてですが、今後取り組み

については注視していきたいなというふ

うに思っています。やはりいじめの問題

がこのような取り組みになってきたその

きっかけとも言えるのが、大津での中学

生の自死の事件だったかと思います。そ

の後の第三者委員会等の検証なども発表

されていますが、やはり先ほどもご答弁

いただいたように、一人ひとりの子ども

の人格形成を一番の目的にしていくとい

うことが一番大事だと思いますが、同時

にあってはならないけども深刻な事態が

起きたときに、大津で問題になったのは、

学校や教育委員会が生徒やその被害を受

けた保護者に対して情報を隠蔽したとい

うところが、やはり一番大きな問題だっ

たと思います。

　先ほどの東委員の質疑を聞いていても

感じたんですが、やはり学校と保護者と

の信頼関係なくして真ん中にいる子ども

を守ることはできないわけで、学校側が

そういった情報を出さないということは
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やはり問題であって、重篤な場合につい

ては情報公開をしっかりやる。情報公開

といいますか被害者の家族、被害者の方々

にしっかりとした正確な情報を流すとい

うことまできちんとこの基本方針の中に

も盛り込んでやっていただけたらなとい

うふうに思います。それは要望にしてお

きたいと思いますので、今後の取り組み

について、ぜひこの点はみんな子どもを

守りたいという共通の認識で取り組むべ

きものだと思いますので、注視して支援

させてくところでは支援をさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願い

します。

　シュアスタートについてです。余り多

くは言いませんが、小学校２年生、まだ

日常学校生活の中でもそれほどテストと、

ちょっと私も自分自身小学校２年生は大

分昔ですからあれなんですけども、やは

りかなり負担感があるんじゃないかなと

勝手に私は想像するわけなんですけども、

一定のその経過とか傾向がわかった時点

で方針は立てられるんじゃないかなとい

うふうに思うわけで、一定ある程度のと

ころで検証した上で廃止すべきは廃止す

る、中止すべきは中止する、延期すべき

は延期する。もしくは周年の行事にする。

もしくは悉皆ではなく抽出にするという

ようなそういった工夫も必要ではないか

なというふうに思うのですけど、いかが

でしょうか。

　それから全国学力テストについてであ

りますけども、今回学力テストの正答率

の公表を学校ごとに公表することもでき

るというような報道もあります。学力テ

ストの是非については、私はこれまでも

参加すべきではないというふうに言って

きましたが、少なくともこれまでの教育

改革フォーラムの先生たちの取り組みを

見たり、教育委員会の皆さんの答弁を聞

くと、点数を上げるとか順位を上げると

いうことではなくて、真の学力をつける

ために授業を改善をしたり、子どもたち

の生活実態をよくしていこうということ

が目的だというようなふうに私は認識し

ているわけですね。ところが学校ごとの

順位が仮に表に出たときには、全く違う

要素での評価であるとか、子どもたちへ

の影響であるとか、または順位を上げる

ために学力テスト過去問題傾向と対策集

みたいなものを本来の学校の教育とちょっ

とかけ離れたような中身になっていく恐

れがあるんじゃないかと。よく過度な競

争とかランクづけにつながるというふう

にも私もよくいいますけども、本当に適

正な競争ではなく全く違うところから与

えられたランクづけで、発達途上であり

しかもこれからまだまだ学んでいく子ど

もたちが大きく傷つくような状況は、私

はつくってはいけないというふうに思っ

ていて、今度その学校ごとの順位も正答

率が発表されるかもしれないというよう

な報道がある中で、そのようなリスクを

冒してまで参加しなきゃいけないのか。

逆に今までの、もう既に成果もそして効

果もそれから傾向も明らかになってきて

いて、それに対して若い先生たち中心に

授業改善を非常に熱意をもってやってお

られて、しかもそのやっておられること

を共有化し、そしてベテランの先生たち

の技能とかも継承しようとみんなで知恵

を出し合って頑張っている姿は、これこ

そが重要なんじゃないかなというふうに

思うんですけども、その点をもう一回お

聞かせただきたいのと、学校ごとの結果

公表については、市の教育委員会が決定

するんでしょうか。その点についてのお

考えについて、お聞きしておきたいと思

います。

　施設の改修・修繕で、トイレの洋式化
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についてお答えをいただきました。また

随時、環境改善に向けてまた努力してい

ただきたいなというふうに思います。

　それから関連して公民館の施設につい

ても、ちょっと勉強不足で大変申しわけ

ありませんでした。５０％以上洋式化が

進んでいるということであります。もち

ろん洋式では用をたせないという方も高

齢者の方の中にはいらっしゃるというこ

ともありますし、１つ１つの改修につい

て利用者の方とよく相談をしてというよ

うなご答弁でもありましたので、その方

向で検討していっていただけたらなと思

います。よろしくお願いします。

　給食についてであります。民間委託で

の経済的な効果ということで数字を出し

ていただきました。４人の、調理員が給

食現場から離れるということで、年収８

００万円の４人ですから、３，２００万

円。あと非常勤の方で四百数十万で３，

６００万円かかっている。民間委託の委

託料が二千数百万。ですから差額１，０

００万ちょっとが効果だよというような

お話であります。一面そうだと思います

が、また一面では市全体の行革の中でやっ

ておられることでありますから、４人の

うち３人の方が市役所の中でお仕事をし

ていらっしゃいますので、市全体として

は人件費というのは減っていないわけで

すよね。子どもたちの安全でおいしい給

食をつくる責任のある調理員ではなくなっ

たわけでありますけれども、退職して減っ

た人件費は１人だけであります。そうし

ますと、そう考えると１人の８００万円

だけでありますから、民間委託と直で引

き続き続けるのと大きな差はないと。そ

れで新たに雇わなければいけないという

ようなことなのかもしれませんけども、

新しい方を入れていくことによって、賃

金の格差といいますかバランスもとれて

いく。何よりもやはり給食に対して、直

で責任が取れるという点でいうと、民間

委託でなく直営を堅持していくというこ

とが大事ではないかなというふうに私は

思います。今回４校目となりますけども、

これも今朝のときにも聞きましたけども、

改めて任用替えの問題、それから定年退

職などの予定などから鑑みて、今後の、

民間委託の拡大、近い将来あるのかどう

かちょっとお聞かせをいただきたいと思

います。それから民間委託となる摂津小

学校での説明会などは、行われているの

かどうかについてもお聞かせをいただき

たいと思います。

　それから今回選定されました大新東シ

ダックスについてですが、プロポーザル

方式ですが、値段だけではないというふ

うなお話だったと思います。点数表もオー

プンにしておられますが、一番の決め手

は何だったのか何が決められたものだっ

たのか、そのことを少しご説明いただき

たいというふうに思います。

　それから給食費の値上げについてであ

ります。もちろん平成１１年以降値上げ

をせず、大阪府内でも最も負担が少ない

中で安全な食材を選んで、安全な方法で

給食を提供されてきた努力というのは非

常に敬意を表したいと思います。今後、

安全な食材を得ていくこと、それから消

費税増税などの食材の高騰化に対して工

夫もされてきたというふうにも思います

が、しかし一方で保護者の方々の経済的

な負担というのは大変大きいものがある

と思うのですね。就学援助金も約５００

人の方が、対象からこの２年間で外れま

した。今年、消費税の増税もあって負担

も増えてきています。臨時特例子育て給

付金は１回限りの１万円ということであ

りまして、そういう点ではこの時期に５

００円の値上げというのは大変厳しいも
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のがあると私は思います。例えば国民健

康保険料もこれも民生常任委員会の所管

ですけども、年収２５０万円ほどの子ど

も２人の４人家族でいきますと、年収じゃ

ない所得ですね。所得２００万か２５０

万の方々の国民保険料が、年間３万から

４万ぐらい値上げになってくるというよ

うな提案が今、出されているわけです。

子育て世代は比較的経済的にもまだまだ

しんどい世帯であって、教育費、子育て

の費用も非常にかかっているという中で、

一番身近で毎日子どもたちの食にかかわっ

ている給食が５００円上がるというのは、

非常にしんどいものがある。何とかこれ

を、この時期上げるのではなくて、抑え

る工夫というのを引き続きすることはで

きないのかについて、もう一回お聞きし

たいと思います。

　中学校給食についてです。デリバリー

選択制をスタートする時点で、既に先行

デリバリー選択制をやっておられる他市

では、いろいろな問題点はもう明らかに

なっていました。それをどのように克服

していくのかっていうのが、今まさに問

われているときだというふうに思います。

検討委員会の中での議論も聞いていたん

ですけども、どうしてもデリバリー選択

制ということで、それぞれの思いがそこ

の矛盾に突き当たってしまうという場面

を見かけました。例えば保護者代表の方

は、やはり保護者にとったら利便性が大

事だと。できるだけ短い期間で注文した

りキャンセルができるようにしてほしい。

これは当然の願いだと思います。一方で

そういった利便性を追求すればするほど、

今度は食材の発注方法であるとか、安全

な食材を得るために業者にきちんとした

余裕を持たせてあげるとかいうところで

いうと、ここは矛盾が生じてきてしまう

わけですね。アレルギーの問題でも、本

当はアレルギー除去食代替食を提供して

あげたい、小学校と同じぐらいのレベル

にはしてあげたいと思うけども、命にか

かわる問題ですから小学校でつくってい

る除去食は栄養士が直接行って点検して

チェックすることができるけども、外部

でつくっているところまではチェックし

に行くことができない。栄養士がおっしゃっ

ていましたけども、そこまで命や健康に

かかわる問題としてそこまでは割り切れ

ないというようなお話があって、アレル

ギー対応ができないというのはデリバリー

選択制だからこそこれはできないという

判断をせざるを得ないのではないかとい

うような思いも聞いていて感じました。

そういう点で非常にデリバリー選択制を

続けていく上では、よりよい給食を進め

ていくというのはなかなか困難だと思い

ます。しかし、それでもその選択をされ

たというわけでありますので、困難な分

は困難なもの、そしてできることはでき

ることで努力をしていただきたいと思い

まして、工夫をしていただきたいと思う

んですけども、先行他市の中ではデリバ

リー選択制から全員に切りかえたり、温

かい給食にしたりといういろんな工夫を

されているところがあります。そういっ

た工夫について、今なお考えていくのか

どうか、いけるのかどうか、その点につ

いてお聞かせください。

　就学援助金の制度について、２回目お

聞きいたします。代表質問でも所得基準

認定については、元に戻すべきだという

考えではあります。同時に今、受けてお

られる方がしっかりとその制度を利用で

きるようにするということは大事であっ

て、これまでも初年度、第１回目の給付

について２学期に初回分を支給するとい

うのはやっぱり遅過ぎるよと。各市で見

てももっと早く支給をしておられるよと
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いう資料を示して、早期に初回の分の支

給を求めてきました。いろいろ努力して

いただいて９月から８月の支給にちょっ

と早まってきたということでありますが、

引き続きその点、第１回目の一番費用の

かかるお金についての支給を早めるとい

う点についての努力をお聞かせいただき

たいうふうに思います。

　それから医療券であります。７項目の

指定病について医療券が発行されるとい

うことであります。私、先日大阪府の歯

科保険医協会という団体が、大阪府内の

公立小中学校全てに対して、虫歯の調査

をした結果を見せていただきました。サ

ンプル数はそれほど多くはないんですけ

ども、学校の検診で虫歯があって要治療

だと言われた児童・生徒。そして要治療

と言われた人の中から、どのぐらいの人

が治療したのかというような資料であり

ます。摂津市のデータというのはちょっ

と具体的にはありませんけども、小学校・

中学校でも案外受けておられない方が多

いんですね。摂津市の医療券を発行する

ということの意義、先ほどちょっとお話

なかったんですけども、やはりその学校

でこれは治さなきゃいけないよというこ

とで医療券を発行しているわけで、せっ

かくの就学援助金制度の医療券の活用が

一番多いのは歯医者に行っておられるわ

けですけども、それでも治療をしていな

い人が非常に多いというような結果が大

阪府内全域の結果として明らかになって

いるわけで、摂津市としてもその点きち

んと調査をして治療すべきものは治療で

きるように、そして就学援助金制度の医

療券、活用できる方には活用できますよ

というお知らせをきちんとするというこ

と。今回、子どもの医療費助成制度が小

学生まで広がったということは、これも

またいい契機だと思うんですけど、その

点のお考えについてお聞かせいただきた

いなと思います。

　総合型クラブ支援事業についてですけ

ども、その施設そのものが地域でも引き

続き活用してほしいというようなもので

もあります。この総合型スポーツクラブ

が、今、管理をしていくということであ

りますけども、他の公の施設は指定管理

制度を活用している一方で、こちらにつ

いては直営で業務委託というような選択

になっております。その点の考え方もちょっ

と教えていただきたいなというふうに思

います。よろしくお願いします。

　テニスコートの工事については、了解

をいたしました。

　図書館でございます。蔵書のお話をし

ていただきました。先ほど、図書購入の

回転率のお話もありましたけれども、図

書館の機能としてレファレンス機能とい

うのは非常に重要だと私も思いますので、

今回の蔵書数を増やすための書架の増設、

あわせて休憩スペースで快適な図書館の

環境づくりという点では、工事中に影響

も安全対策もしていただいて、ぜひさら

に充実を図っていっていただきたいなと

いうふうに思います。

　それから指定管理についてです。指定

管理者はいろいろ教育委員会所管の公の

施設では多くのところがやっております

が、とりわけ体育施設の指定管理につい

ては、初めて摂津市シルバー人材センター

が指定管理を受けるということでもあり

ますし、ほかの公の施設についてもモ二

タリングであるとか、それからその結果

の公表であるとかしながらチェックをし、

よりよい施設運営を求めていくのが大事

だというふうに思います。先ほどご答弁

で体育施設初めてのとこなので、今まで

以上に頑張るというようなことでご説明

いただいたんですけども、もうちょっと

－51－



具体的にモニタリングをどのような形で

やるのか、評価の委員会をどうされるの

かについて、それから例えば図書館であ

れば、図書館協議会で協議をやられて、

庁内の関係者の方々も採点をしながらそ

れをインターネット上にオープンをして

おられると。新しい事業はこうですよと

いうことでアピールをしておられると。

その中から今回の改善も図られてきたの

かなと思うわけなんですが、その点の体

育施設について、もう少し評価をどのよ

うにしていくのかちょっとお聞かせいた

だきたいなと思います。

　それから教員の退職と欠員、また補充

についてであります。２６名の方が定数

で埋まらずに、そこを講師の方で埋めて

もらうということで引き続きなかなか大

変な状況だと思いますし、臨時に産休で

あるとか病欠のときの補充については、

ますます講師の補充というのが難しいの

かなというふうに思います。本来、定数

を講師に頼らざるを得ないような状況に

なっていることが問題ではないかなとい

うふうに思うんですけども、正規採用を

大阪府教委にしっかりと働きかけていく

ことが大事だと思うのですけども、その

点をお聞かせをいただきたいというふう

に思います。

　それからＰＣＢについてです。お話を

いただきまして、私もきのうの建設常任

委員会の状況を聞いて初めてちょっとわ

かったことなんですけども、やはり猛毒

のものであるということで、管理もそれ

から処理も報告をしながらやらなければ

いけないというものだと。ちょっといろ

いろ調べてみると、いまだに古い蛍光灯

を活用していて、２０１３年でもＰＣＢ

が含まれている蛍光灯が突然学校で爆発

すると。眠れる爆弾だというふうな表現

もあるそうなんですけども、摂津市の場

合は全て回収をしているということです

のでその点は安心はできるんですけども、

その廃棄物についてどのような保管をし

ているのか。私やっぱり例えば福祉会館

のＰＣＢ廃棄物については、人が集まら

ないような、例えば近畿自動車道の下の

ところに保管はされていたというふうに

聞いたんですけども、子どもたちが日々

生活しているような学校の中で保管をし

続けていくということについては、どう

なんでしょう。専門的な知見等、ちょっ

と私、持ち合わせておりませんからわか

りませんが、例えば火災・水害などなど

予想できないような事態が起きたとき、

そういった保管されているＰＣＢ廃棄物

がどのようになって、どのように地域で

あるとか学校生活の中に影響を与えてい

くのかという点については、どういうふ

うに認識されているのか。場合によって

はきちんとした段取りを踏んで、しかる

べき場所に保管をし直すということも必

要なのではないかなというふうに思いま

すが、その点ちょっとお聞かせをいただ

きたいというふうに思います。

○嶋野浩一朗委員長　それでは答弁をお

願いいたします。

　それでは順番に木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、子育

て支援課にかかるご質問に、ご答弁申し

上げます。

　まず、民間保育園の建て替えに関して

の件でございますけれども、建て替えに

際して私有地であるということで、十分

な安全面を考慮していくということでの

ご質問だったかと思います。これまでも

法人と話をする中で、安全面につきまし

ては十分に配慮をしていただきたいとい

う旨の内容についてお伝えしてきている

ところでございます。仮設段階では、工

事車両が出入りするようなことがござい
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ますこと。また、駐輪問題それから駐車

問題などもございますことから、十分に

配慮をしていてだきたいということで改

めて法人に申し伝えたいと考えておりま

す。今後、法人と十分に協議をしながら、

必要な対応を伝えてまいりたいと考えて

おります。

　それから年度途中の待機児童対策とい

うことでございますけれども、これまで

本市につきましては受け入れ可能な園に

つきましては、定員の弾力化を行ってい

ただき、保育所の定員を超えて受け入れ

をしていただいているところでございま

す。年度途中につきましてですけれども、

一定、園のほうで可能な範囲でかつ設備

や人員などが最低基準を満たす範囲の中

で、さらなる弾力化をしていただいて、

できる限り入所をしていただけるように、

年度途中でもお応えできるように対応し

てまいりたいと考えております。

　それから高等学校の学習支援金につき

ましてでございますが、国の制度化を受

けて大阪府で新たな制度を設ける予定と

なっていることとの関連でございます。

これにつきましては都道府県が実施主体

となりまして、奨学給付金という制度を

国の３分の１の補助を用いて制定すると

いうことでお聞きしております。

　現在、国の制度のほうがまだ固まって

いない状況でございます中で、大阪府の

制度についてもどのようになるのかとい

うのは、はっきりした案が出てきていな

い状況でございます。ただ、国制度の案

としては、所得や兄弟の有無などによっ

て、金額・給付の内容が異なってくると

いうことでお聞きしております。現在、

府制度の支給上限額が市制度よりも高い

階層の方については、新制度は不支給と

し、またそれよりも低い階層の方につき

ましては、府制度の支給上限額と市制度

の給付額との差額を支給するということ

で、市の制度設計を考えているところで

ございます。

　就学援助の支給時期についてでござい

ます。委員ご説明ありましたとおり、本

市につきましては、これまで９月上旬に

支給をさせてもらってもらっておりまし

たけれども、今年度はそれを早めて、８

月に支給をさせていただいたところでご

ざいます。ただ、４月に一斉受付を行い、

６月に市民税の決定があった上で所得確

認等をしていくという作業もございます

ことから、現在につきましては、８月に

決定を行っているという状況でございま

す。

　これにつきましては、各市の状況等把

握はしているところでございますけれど

も、可能な範囲で早期に支給するよう努

めてまいりたいと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　こども教育課に

かかわりますご質問にご答弁申し上げま

す。

　子育て応援隊のご協力を得て、市役所

で開設いたします子育て応援広場でござ

いますけれども、これは、小さな子ども

がおられる家庭にとって、周りのちょっ

とした思いやりの気持ちや行動が大きな

支えになる、いつでもどこでもできる子

育て応援を広げたい、こういった考え方

から始まったものでございます。

　市役所での取り組みは、この子育て応

援広場が中心になろうかと考えておりま

すけれども、子育て応援隊では、例えば、

今年度であれば、こどもフェスティバル

の子育て支援のコーナーにご協力いただ

いたり、９月には子育て応援隊と遊ぼう

といったことで、コミュニティプラザの

ほうで子育て中のご家庭の方を対象とし

たイベントをされたり、１０月にはミニ
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運動会や親子ランド、そして本日ですけ

れども、鳥飼のほうでは、親子ランドｉ

ｎ鳥飼といったような取り組みにもご協

力をいただいておるところでございます。

　市での子育て応援広場の取り組みをは

じめ、子育て応援隊がかかわられます取

り組みにつきましては、市のホームペー

ジのトップページに挙げております、せっ

つみんなで子育てねっとにも取り上げて

おります。また、広報にも順次掲載をし

ております。さらに、幼稚園、保育所、

つどいの広場などでチラシを配布するな

ど、ＰＲをしているところでございます。

　こういったことで多くの方に参加をい

ただきたいと思っておりますし、また、

子育てが一段落された方の子育て応援隊

への参画についても、あわせてご協力を

期待するものでございます。

○嶋野浩一朗委員長　岡部課長。

○岡部学校教育課長　全国学力・学習状

況調査に関しまして、まずご答弁申し上

げます。

　今年度、平成２６年度の主な変更点と

いたしましては、委員がおっしゃいまし

たように、教育委員会における市町村学

校の結果公表の取り扱い関係部分につい

て変更がございました。

　市町村教育委員会において、それぞれ

の判断で実施要領に定める配慮事項に基

づき、個々の学校名を明らかにした調査

結果の公表を行うことは可能であるとし

ております。

　配慮事項といいますのは、単に平均正

答率等の数値のみの公表は行わず、分析

結果をあわせて公表する。また、分析結

果を踏まえた改善方策についても公表す

る。加えまして、市町村教育委員会にお

いて、個々の学校名を明らかにした結果

の公表を行う場合は、当該学校と公表内

容、方法等について、事前に十分相談し、

平均正答率等の数値を一覧にしての公表

や、各学校の順位づけは行わないという

ような配慮事項がございます。

　教育委員会会議で参加についてのこと

をお諮りしました折に申し上げましたと

ころですが、市教育委員会事務局といた

しましては、まとめた発表と言いましょ

うか、各学校を一覧にしたような発表と

いうことでは考えておりませんが、やは

り各学校で、各学校の学力向上、あるい

は各学校の授業改善に活用するためにも、

各学校でしっかりとこの結果をそれぞれ

が分析していってほしいというふうに考

えているところでございます。

　続きまして、２年生のシュアスタート

確認調査につきましてでございますが、

３年間実施をいたしまして、今年度４年

目でございます。

　分析については、学校でも取り組みが

進んでいるところでございますので、今

後十分分析を各学校で行い、しっかりと

検証し、今後の方向性を定めてまいりた

いと考えております。

　オートロックのほうでございますが、

オートロックにかかわります対応マニュ

アルの作成についてでございます。事務

局だけがつくるのではなく、児童、中学

校ですので生徒の実態を把握している学

校と、生徒の動線と言いましょうか、そ

ういうところも十分配慮して、学校現場

の意見を十分吸い上げて、学校と協議を

して作成をしていくということで、考え

ているところでございます。

○嶋野浩一朗委員長　あと、学力テスト

のことなんですけれども、どこに目的意

識を持ってと言われるか、ただ点数を上

げるというだけではなくて、本当の学力

を上げて、つけていくということが目的

なんだというような話も安藤委員もおっ

しゃっておられたので、テストに参加す
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る、本当の大事なことはどこなのかとい

うことについての答弁を少しいただけま

すか。

　岡部課長。

○岡部学校教育課長　全国学力・学習状

況調査に参加することにより、学校現場

も私どもも行っているのは、子どもたち

の学力を保障するというところでござい

ます。

　このテスト結果を活用いたしまして、

どのようなことを行えば、児童・生徒の

学力が上がっていくかというところで、

点数にこだわるのではなく、授業改善で

あったり、それから必要に応じましては、

家庭での学習状況等や、生活習慣等でご

家庭にご協力をいただかなければいけな

いようなところが質問紙調査でも見えて

くると思います。

　そのようなことも踏まえて、学力学習

状況調査を捉えているところでございま

す。

○嶋野浩一朗委員長　はい、ありがとう

ございます。

　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、教育総務課

に係りますご質問にお答えさせていただ

きます。

　まず、小学校の受付員の件でございま

す。個人の方々の報酬と、団体となって

おります委託ということで、金額が委託

のほうへシフトされて、今後集約される

のか、団体へ委託集約されるのかという

内容でございますけれども、現在の状況

といたしましては、個人のボランティア

の方々が２４名、団体として登録してい

ただいている団体が３団体、これは自治

会と、またそれぞれ有志によりますボラ

ンティアが２団体、それと、摂津市シル

バー人材センターということになってご

ざいます。

　個人の方々で受付を行っていただいて

いる方々につきましては、どうしても急

用であったり、ご高齢のため体調不良に

なった場合に、摂津市シルバー人材セン

ターのほうに急遽連絡させていただいて、

対応しているという状況が続いていると

ころでございますので、その部分につき

まして、委託料のほうを、現在までは流

用しておったわけですけれども、今年度

につきましては、委託料のほうにシフト

させていただいたということでございま

す。

　また今後も、個人ボランティアの方々

も含めて、幅広く募集をしていきたいと

いうふうには考えているところでござい

ます。

　続きまして、小学校給食の委託の件で

ございます。今後の、まず退職者の数と

いうことでございますけれども、自然減

ということでの退職者数でございますが、

見込まれますのは、平成３４年度では調

理員が１０名になるというふうに見込ん

でおるところでございます。

　ただ、任用替試験等につきましては、

これも人事課が検討しているところでご

ざいますので、ちょっと数字が読めない

というところでございます。

　今後のその委託の拡大という趣旨の質

問だったかと思いますけれども、今年も

３校の委託検証会議を実施させていただ

いておりまして、極端なサービスの低下

等の見えることがありませんでした。し

たがいまして、今後もサービスの低下な

く、効率的、効果的な運営が安定して行

われておりますことから、退職者数など

の今後の推移を見きわめながら、委託を

進めていく考えでございます。

　続きまして、給食費の値上げの関係で

ございます。値上げにつきましては、委

員からもございましたように、平成１１
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年から１５年間据え置いてきたところで

ございます。

　これまで、この給食の食材の上昇に対

しまして、献立等の工夫、また食材の選

定等により対応を行ってまいりましたけ

れども、子どもたちに給食として提供す

る栄養価、またバランス等考えますと、

また安心・安全な食材の調達が困難であ

ると考えて、本年からの消費税増税も伴

いますことから、やむを得ないものと判

断して改訂をさせていただくものでござ

います。

　府内、現在徴収しております給食費で

ございますけれども、単純ではございま

すが、現在の給食費に消費税増税分をアッ

プして計算させていただきましたけれど

も、府内でも今回値上げをさせていただ

いたとしても、３０番目ぐらいの位置に

あるという現状でございます。

　委託の話にちょっと戻ってしまいます。

今回、委託の業者選定での一番の決めて

ということでございますけれども、やは

り、提出された書類、あと業者からヒア

リング等々を行ってきました。やはりそ

の中で、職員の配置の状況、また学校給

食の受託の実績状況等、また独自にされ

ております衛生管理マニュアルといいま

すか、衛生管理の巡回もされております。

それと、アレルギー除去食対応の人員に

ついても十分な配置をされておるという

ことから、今回委託業者は加点方式でし

ておりますけれども、各委員からの集計

をした結果、シダックスに決定したとい

うことでございます。

　それと、説明会の件でございます。摂

津小学校の説明会につきましては、平成

２５年、昨年の１０月４日にＰＴＡの役

員の方々に説明をさせていただきまして、

その後１０月１９日に保護者の説明会を

実施させていただいております。

　特に質問等はございませんでしたけれ

ども、アレルギーをお持ちの保護者の方

から、アレルギーの対応についてはどう

かというご質問がございました。これに

つきましても、これまでどおり実施させ

ていただきますということでのご対応を

させていただいて、ご納得をいただいて

いるところでございます。

　中学校給食の件でございますけれども、

諸課題がまだまだ残っているという状況

でございますけれども、過去にございま

した自校方式等々への切りかえとかいう

ことでのご質問かと思いますけれども、

現時点では平成２７年度からデリバリー

選択制給食を実施するという方向で、現

在努力し、進めてまいっておるところで

ございますので、現時点での変更する考

え等は今、持っていない状況でございま

す。

　続いて、医療券の件でございます。委

員のほうからご質問ございましたように、

受診率といいますか、歯科健診実施後の

歯医者にかかる子どもが約半数だという

ことで、摂津市においてもどうかという

ことで、ほぼこの大阪府の調査にもあり

ますように、約半数の子どもしか受診し

ていないというのが現状でございます。

　詳しく調査はまだ行っておりませんけ

れども、ただ、医療券を利用して受診さ

れている方、そうでない方、全て含めて

の児童数でございますので、医療券をお

持ちの方は無料で受診していただいてい

るところでございますが、歯というもの

は痛くなれば歯医者に通う子どもが多い

のかなというふうには思っております。

　ただ、学校保健からいたしまして、や

はり歯につきましても健康にもつながる

ことから、勧奨については進めていきた

いというふうに考えます。

　続いて、ＰＣＢの保管の状況というこ

－56－



とでございます。保管の状況につきまし

ては、大阪府に届け出しておりますよう

に、写真も撮りまして、ドラム缶の中に

一定入れて、保管をしている状況でござ

います。

　子どもたちが立ち入ることのできない

場所で保管をさせていただいておるとこ

ろでございます。

　また、おっしゃいます火災、水害等と

いうことでございますけれども、火災、

水害、そこまで府のほうも保管について

は求めはございません。ただ、水害のほ

うにつきましては、一定２階の部分で保

管をさせていただいておりますので、そ

の点については大丈夫かなというふうに

考えているところでございます。

　しかるところ、学校ではなく、他の場

所への保管の移動というご趣旨だったと

思いますけれども、この分につきまして

は、また移動に関しましては、大阪府の

届け出等、ＰＣＢにつきまして厳しい規

制等がございますので、一定保管してお

ります場所で、一定期間は保管したいと、

そのように考えているところでございま

す。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、野本課

長代理。

○野本学校教育課長代理　教員の配置に

つきまして、２回目のご質問にお答えい

たします。

　教員定数の配置につきましては、委員

おっしゃるように学級増などの一部を除

きまして、本来、正規教員を配置するべ

きだと考えます。

　しかし、現在、府の採用選考の倍率に

つきましては、小学校を例にいたします

と、平成２５年度実施分で２．９倍となっ

ており、近隣府県が４倍前後であること

から、優秀な人材を確保する点からすれ

ば、受験者数が十分に確保できていると

は言いがたいと思われる部分もございま

す。

　そこで府教委では、採用選考テストに

つきまして、全国から受験者を集められ

るよう、福岡、岡山、名古屋等で説明会

を実施し、さまざまな立場の人が受験し

やすくなるよう、大学等推薦枠や講師枠

など、さまざまな採用枠を設けるなどの

努力をされています。

　市教委といたしましては、さらに、大

阪の学校で働きたいという人が多く集ま

るよう、都市教職員人事主担課長会等を

通じまして、教員の待遇改善につきまし

ても、府に要望しているところでござい

ます。

　今後も、正規教員が多く配置されるよ

う、府に要望してまいりたいと考えます。

○嶋野浩一朗委員長　日垣課長。

○日垣文化スポーツ課長　それでは、文

化スポーツ課にかかわりますご質問にご

答弁申し上げます。

　旧スポーツセンターの委託契約でござ

いますが、旧両スポーツセンターにつき

ましては、多目的施設と運動広場の内規

をもとにいたしまして、平成２６年度の

管理委託契約を締結いたす方向で考えて

おります。

　続きまして、評価とモニタリングにつ

いてでございますが、施設の利用者との

コミュニケーションを積極的に取ること

により、利用者の要望、苦情をいち早く

把握し、また、意見箱も設置いたし、利

用団体、利用者からのご意見、ご要望も

把握いたし、的確に対応、評価いたすこ

とで、さらなる利用者の満足度を向上し

てまいります。

　また、対応結果を利用者の方々に情報

公開することにより透明性への配慮も考

えてまいります。

○嶋野浩一朗委員長　はい、２回目の答
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弁出そろったと思います。

　安藤委員。

○安藤薫委員　もう少し絞っていきたい

と思います。

　学力テストについては、これ以上言い

ませんが、やはり少なくともいろいろな

条件、全体を点数だけじゃない、正答率

だけじゃない、こういった状況も合わせ

てというのと、とはいえ正答率が学校ご

とに出るということは、それは地域や学

校のランクづけに必ずつながっていきか

ねない、非常に問題ではあると思うんで

す。

　その２教科だけの一時的なそのテスト

の結果が、ある学校では非常な劣等感を

植えつけられる。全然自分の努力とまた

別のところで劣等感を植えつける。ある

ところでは、必要のない優越感を持つと、

そこでの優劣という問題ではないはずな

んだけども、そこにつながる恐れがあっ

て、決して教育上プラスになるような問

題ではないわけで、私は、学校ごとの公

表というのは、私はもう絶対おかしい、

やってはいけないことだと、今現在市町

村ごとで発表すること自体も、私はもう

本当に疑問に思っているわけですけども、

学校ごとにやるというのは、やっぱり断

じてこれはやってはいけないというふう

に思います。

　その点については、教育委員会でも議

論をされているということでありますが、

教育長一度お考えをお示しいただけない

でしょうか。お願いします。

　それから、就学援助につきましては、

歯医者、虫歯のほうに話が就学援助から

ちょっとずれてはきてしまっているんで

すけども、少なくとも、医療券を使って

治療される方も多いと。同時に、今年、

小学校まで医療費助成が拡大をしていく

ことで言えば、その虫歯の治療に動機づ

けにもなっていくのではないかなと。と

りわけ今の虫歯予防というのは、もちろ

ん削ったりするんで、神経抜いたりとい

うことも治療なんでしょうけども、予防

をしたり、予防で虫歯をつくらない。歯

を大事にしようというのは、これは共通

の認識でありまして、力を入れるべきこ

とであって、特に歯は先ほどもご答弁あ

りましたけども、痛くなって初めてお医

者さんに行くっていうことが、往々にし

てあるんですけども、そうなる前に歯医

者に行くことによって、その児童・生徒

の健全な発達にもつながっていくんであっ

て、そういう痛くないけども行けるって

いう条件をつくってきてるわけですから、

その点はぜひ一度実態も見ていただいて、

その学校指定病ともいうような虫歯の問

題ですとか、健康についての市内の小学

生の状況を見ていただいた上で、改善の

努力をしていただきたいということでと

どめておきたいというふうに思います。

　それから、給食についてですが、給食

費の値上げについては、先ほどからも意

見を申し上げておりますので、このぐら

いにしておきたいと思いますけども、や

はりこの時期に値上げするということは、

やはり非常に問題があるということだけ

申し上げておきたいと思います。

　それから、民間委託についてでありま

すが、平成３４年ということで、これか

ら１０年、約１０年後ぐらいには１０人

になると、それまでの間に退職者不補充

の方針が変わらなければ、１０人で言え

ば１０校のうち直営で残るのが２校ない

し３校、３校ぐらいでしょうか、ぐらい

になってしまって、７割近くが民間委託

業者になっていくと。本来、食に責任を

持つべき公教育が、どんどん民間が増え

ていくことによって、公の側のノウハウ

も後退をして行かざるを得ないようなこ
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とにもなりかねませんので、その点につ

いては指摘をし、またその民間委託の問

題については、検証もしていただきなが

ら、直営を堅持するという立場に方針転

換も図るよう、要望したいと思います。

申し上げておきたいと思います。

　中学校給食については、私、今から全

員給食、自校調理でというのは、もちろ

んそれを願っていますし、それを求めて

いきたいと思いますが、今、平成２７年

度にデリバリー選択制をするんだという

ふうに教育委員会等でいろいろな議論を

踏まえた上で決定をしてきたわけですか

ら、デリバリー選択制方式の中で、一つ

でも改善を図る努力をしていく必要があ

るというふうに思って、質問をさせてい

ただいています。アレルギーの対応にし

ても、それからお弁当を持ってこれない

人たちに、ちゃんと的確にその給食、デ

リバリーの給食が手元に届くのかどうか。

　これ何度も言いますけれども、以前、

教育委員会会議の中でも、教育委員が、

じゃあどういう人がどのぐらい今お弁当

を持ってきていないのかどうか、その辺

の検証をした数字がありますかって言っ

たときに、お答えがなかったんですよ。

どういう人たちが、具体的に手元にお弁

当を持ってこれてないということがわか

らずして、教育委員会が一番中学校給食

デリバリー選択制の目的として挙げてい

る、そういう人たちにきちんと栄養バラ

ンスのとれた給食を手渡したいっていう

思いが果たせるのかということも問われ

ているんだと僕は思います。

　その点についての改善を、改善という

か検証と、就学援助金制度の導入も含め

てですけども、一足飛びにそこには行か

ないのかもしれませんけども、的確に目

的、この中学校給食をやるという当初の

目的は少なくとも果たしていく努力を続

けないと、僕はだめだと思います。もう

一回その点だけ聞かせてください。

　それから、子ども・子育て支援事業に

ついてです。

　小林課長から、子ども・子育ての支援

事業について、今後のスケジュールであ

るとか、決めるべき項目について、お答

えをいただいたわけですが、これまでの

次世代育成支援計画、それから、これま

での保育所とか幼稚園のあり方がこの支

援制度で大きく変わっていくんではない

かというふうに言われています。

　児童福祉法に基づいて行っている保育

所の事業が、この子ども・子育て支援事

業によって、介護保険と同じような、似

たような制度に変わっていくと、それぞ

れの保護者・子どもが、保育の必要度、

介護保険で言えば介護の認定、介護度、

そういったものがはかられると、それに

基づいて、あなたの保育の量はこれだけ

ですよというような形になっていくとい

うようなことも言われていて、保育の中

身、あり方が大きく変わる危険性もある

というふうに私は認識をしています。

　一方で、小規模保育、地域型保育など

について、新たな区分について、自治体

の裁量というのもかなり認められている

と、国のほうが０歳から２歳までの低年

齢の待機児童解消のために、今までの保

育所の配置基準や認定基準などをちょっ

と緩和を、かなり緩和をして、株式会社

なども参入して、基準を下げた形で参入

しやすくする形で、待機児童を解消して

いこうというような誘導もあるんじゃな

いかという指摘がかなり出されているわ

けですけども、そういった地域での小規

模保育、地域型保育の中身を決めていく

のも、それぞれの自治体であるというこ

とでありますので、自治体の努力によっ

ては、その制度をより充実して、摂津市
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に合った保育であり、就学前教育であり、

地域の子育て支援を進めていくことがで

きるんだというふうに思うんですけども、

その点のその認識、今ちょっとだらだら

申し上げて恐縮、申しわけないんですけ

ども、この子ども・子育て支援制度の、

制度の本来の目的やあり方、ねらいと、

今摂津市が進めようとしているものが必

ずしも一致するところでは、矛盾もある

のではないかなと思いますので、その点

のお考えをもう一回お聞かせをいただき

たい。

　それから、これ教育委員会に届いてい

るんでしょうか。摂津の議長宛に要望書

が届いているんです。議長を通して我々

の手元にも来ているんですけども、この

子ども・子育て支援についての、今ちょっ

と私も申し上げましたけども、この子ど

も・子育て支援制度の地域型保育事業に

おける小規模保育事業地方条例制定に関

する要望というものであります。

　地域型の保育事業は自治体で条例化を

して、その保育の量とか認定基準とか、

それぞれの施設の配置基準であるとかい

うものを決めて、条例化をしていくとい

うことになっていますけども、国の参酌

基準でいけば、例えばベビーシッターと

か、保育ママであれば、保育士の資格が

なくてもできてしまう。そういったもの

についても、やっぱり市独自できちんと

した基準をもって、安心して預けられる

ような制度にしていくことは可能なんだ

ということを、この要望書は訴えておら

れます。

　その条例をことしつくっていく中で、

こういった要望書にも目を通していただ

いて、ご検討いただくことが大事だと、

検討するのが重要だと思うんですけども、

これ手元に届いているのかどうか、もし

届いてないんであれば、見ていただいて、

検討していただきたいなと思うんですけ

ども、その点だけ聞かせてください。

○嶋野浩一朗委員長　はい、それでは答

弁をお願いいたします。

　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、中学校給食

についてのご質問、ご答弁させていただ

きます。

　現在、中学校の生徒で昼食を食べてい

ない子どもということで、学校長に問い

合わせさせていただきました。

　そうしますと、今、各学校では４時間

目終了後、各担任の先生が教室に出向い

て、一緒に生徒たちと給食をとっている

という学校がほとんどでございました。

　ただ、先生は４時間目の授業が終わっ

た後、一旦職員室に戻り、教室にまいり

ますことから、全員がそろっての、一緒

に食べるといいますか、もう先に生徒た

ちが食べてしまっているという状況では

ございますが、全ての生徒が何らかの形

で昼食をとられているということをお聞

きさせていただいております。

　そういうことで、平成２７年度から実

施してまいります、このデリバリーの中

学校給食でございますけれども、委員ご

質問のとおり、当然検証もすべきものと

考えております。

　また、就学援助等についても、開始時

点では対象とはしない方向で考えており

ますけれども、近隣でデリバリー選択制

の給食を実施しております自治体の情報

の把握に努めて、この給食の就学援助に

ついても、情報を収集してまいりたいと、

そのように考えます。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、小林課

長。

○小林こども教育課長　子ども・子育て

支援事業についてでございますけれども、

平成２４年８月に子ども・子育て支援法
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が施行されまして、市町村は国が定める

基本指針に則して、平成２７年４月から、

５年を１期とする子ども・子育て事業計

画を定めるとされております。

　これは今まで国が主導されてきた子育

て支援、親支援の部分を、市町村の実情

に応じて、市町村で考えていきなさいよ

といったことによるものだと、考えてお

ります。

　本市におきましても、さまざまな子育

て支援施策をとってまいりました。保育

所、幼稚園、そして、べふこども園の開

設といった施策を展開してきております。

　また、地域子育て支援センター、別府

つどいの広場、民間のつどいの広場といっ

た、保育所、幼稚園を補完するような地

域の子育て支援の施策についても取り組

んできたところでございます。

　今後もそういった施策を充実させてい

く必要があろうかと思います。

　その中で、新しく子ども・子育て支援

新制度の中で設けられております地域型

保育事業についてでございますけれども、

これは、地域における多様な保育ニーズ

にきめ細やかに対応するといったことで、

主に４つの事業が掲げられております。

　１つは、対象人数５名以下の方を対象

として、家庭的な雰囲気で少人数を対象

として保育を行う家庭的保育事業、また、

６名から１９名の子どもに対する保育を

実施する小規模保育事業、企業が、主と

して従業員への仕事と子育ての両立支援

策として取り組む事業所内保育事業、そ

して、住みなれたおうちに出向いて、１

対１を基本としたきめ細やかな保育を行

う居宅訪問型保育事業、こういった事業

が地域型保育事業に位置づけられており

まして、今現在、国のほうで制度内容が

検討されております。

　この地域型保育事業については、国が

定める基準を踏まえて、今おっしゃった

ように市町村が条例として制定すること

になっております。

　現在、国の基準として、職員の資格で

あったり、職員の数、これは従うべき基

準として、示されております。ただ、保

育室の面積であったり、耐火基準等、そ

ういった部分については、参酌すべき基

準といったことになっております。

　最終的に、どれを従うべき基準にする

のか、参酌すべき基準にするのかという

のは、これからまた最終的に示されると

いうことでございます。

　これを条例化するんですけれども、摂

津市では、保育士の配置人数に関しまし

ても、国基準であれば、２歳児が本来６

対１のところを５対１で配置しておりま

す。また、３歳児についても、５対１か

ら２０対１に上がります。子どもも大人

数での保育になりますので、この１５人

以上のクラスができた場合は、３歳児ク

ラスについても半年間臨時職員を配置す

る。こういった、国基準よりか手厚いと

言うんですか、充実した施策もやってお

ります。

　これから示されます地域型保育事業の

配置基準、運営基準についても、国の示

す、従うべき基準、参酌すべき基準を参

考にするんですけれども、摂津市として、

量だけではなく質も確保できるような計

画となるよう、施策となるよう、子ども・

子育て会議の皆さん方のご意見も踏まえ

ながら、検討してまいりたいと考えてお

ります。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、学力テ

ストのことにつきまして、箸尾谷教育長。

お願いいたします。

○箸尾谷教育長　まず、学力テストの必

要性につきましては、私やっと、正直言

いまして、やっとこう学校でも子どもた
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ちの学力について、一定のその具体的な

指標に基づいて話がされ始めたなとは思っ

ています。

　やっぱり必要性としましては、例えば

その今学校で、これまでもさまざまな取

り組みはしてきたんですけども、やっぱ

りなかなかその効果検証というのが、な

かなかし切れなかった。やっぱり学力の、

各学校の取り組みを評価するときには、

やっぱり経年比較というのが非常に大事

なんですけども、これ教育で経年比較っ

てなかなかできないんですね。同じ子ど

もに対して同じ問題を出して初めて経年

比較ができるわけですけど、それがなか

なかできないわけですから、そういう意

味では、こういう大規模な調査で、でき

るだけ母数を多くとった調査というのは、

信頼性が高いというふうに私は考えます。

　そういう意味では、経年比較ができる

という意味でも、この調査は意味がある

かなと。

　それから、また子ども自身にとっても、

子どもにも個表が返りますから、ごらん

いただいたら結構かと思うんですけども、

子ども自身にとっても、自分の課題が何

であるか、またその府内全体で、府内全

体や国の全国的な平均正答率が載ってま

すから、そういうのと比較して自分の力

が今どれぐらいなのかというのがつかめ

る。また、その課題がはっきりしたら、

その対策もとりやすいという意味で、意

味があるかなというふうに思います。

　それとまた、今言われているＰＩＳＡ

型の生きる力というもので、こういう力

が必要なんだと言われてきましたけれど

も、実際にそしたら、そういう力がつい

たかどうかを確認するのは、どんな問題

を出したらいいのかというのは、今まで

なかなか示されてなかったんですが、全

国のこの調査において、特にＢ問題で、

今言われているＰＩＳＡ調査という力、

ＰＩＳＡ調査で求められている力をはか

るのは、こういう問題を出したらいいん

だよという、一定の例示をしていただい

てるというふうに思います。

　そういうことで、私はこういう調査に

参加する意義はあるというふうに思って

おります。

　しかし一方で、この学校別結果の公表

につきましては、これは私は今後、来年

度に市教育委員会として、この学校別結

果をどうする、公表をどうするのかとい

うのは教育委員会議できちんと議論をし

て、結論を出さなければならないと思い

ますが、私の今現時点での個人的な見解

としては、学校別結果は出す必要はない、

出すことで、かえってデメリットのほう

が大きいんではないかというふうに思っ

ています。と申しますのは、そもそも府

議会でこの議論が起きましたとき、私も

その議論に参加をしておりましたけれど

も、もともとの理由が、公表するという

ことによるプレッシャーがないと、なか

なか先生方は学力向上に本気に取り組ま

へんのちゃうかというような、そういう

議論が根底、ある意味、教員に対する不

信感的なものが根底にあったかのように

感じました。

　しかし、この前のフォーラムなんかで

もごらんいただきましたように、摂津の

各学校では、学力向上に向けて、さまざ

まな取り組みがもう既に始まっておりま

す。

　そういう意味では、教育委員会として

は、公表してプレッシャーをかけるので

はなくて、そういう取り組みをいいもの

は全市的に広げると、そしてまた、先生

方がより深い研修、あるいは研究ができ

るように、そういう側面支援をするのが、

やっぱり教育委員会の役割だろうという
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ふうに感じておりまして、この前ご説明

申し上げたように、来年度、教育センター

のほうにそれの専門の部署をつくろうと

いうふうに思っております。

　ですから、そういう意味では、私は摂

津の先生方の取り組みを支援することで、

公表する以上の成果が出てくるものとい

うふうに思っております。

　ただ一方で、もちろんそのテストを受

けた本人、あるいは保護者は、自分が受

けたテストですから、その結果について

詳しく知ると、知りたいという、そうい

う権利はお持ちだと思いますけれども、

それについても、現行の制度でも、各学

校において、必要に応じて学校の平均正

答率を受験生というか、子どもたちに教

えることは可能ですから、何も教育委員

会が市内の全域の小中学校の分を一律に

公表する必要はないというふうに感じて

おります。

○嶋野浩一朗委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　１点、答弁漏れ

ておりました。

　安藤委員お示しの要望書については、

私ども拝見いたしておりません。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　いろいろ質問飛んだりし

て、ちょっとご迷惑をおかけして、申し

わけありません。

　要望書については、またちょっと見て、

この１年間の検討を進めていく上での参

考にしていただけたらなということを要

望しておきたいと思います。

　学力テストについては、学力テストと

か就学援助、学校給食というのは、もう

ちょっとずっと毎回、委員会ごとにいろ

いろ議論をさせていただいておりますが、

教育長なりの、教育長の見解も今聞かせ

ていただきました。

　一致点もあり、ちょっと違う、一致す

る点もありですけども、やはりこういっ

た議論の中で、よりよい教育をというこ

とでの思いは同じであります。ただその

やはり不必要なことで、本来の目的が混

乱に陥れられるようなことについては、

やはり避けるべきだということで、学力

テスト、ことしも参加されるということ

でありますが、個人の、学校ごとの公表

であるとか、本当にその不必要な、無意

味な競争をあおるような形にならないよ

うな配慮と、それから慎重な教育委員会

での検討をお願いしておきたいと思いま

す。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、本日の

委員会はこの程度にとどめ、散会いたし

ます。

（午後４時２６分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　文教常任委員長    嶋　野　浩一朗

　文教常任委員    安 藤 　 薫
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